
契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
五

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除

─
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

─

野
　
　
中
　
　
貴
　
　
弘

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

２
　
検
討
の
手
法

Ⅱ
　
譲
渡
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
配
分
法
理
比
較

─
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て

１
　
ド
イ
ツ
民
法
草
案
お
よ
び
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
成
り
立
ち

⑴
　
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
へ

⑵
　
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
か
ら
債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
へ

⑶
　
両
条
の
制
度
趣
旨
と
残
さ
れ
た
課
題

論
　
説

）
七
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
九
六

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

３
　
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分

─
二
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
へ
の
収
斂

⑴
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
棲
み
分
け

⑵
　
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

４
　
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
の
不
知
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
一
律
免
責
構
成

⑵
　
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
構
成

５
　
小
　
括

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
価

１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

２
　
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
へ
の
接
近

Ⅳ
　
結
　
論

Ⅰ
　
序
　
論

１
　
問
題
の
所
在

売
買
目
的
物
の
引
渡
し
を
受
け
た
買
主
（
Ｂ
）
が
こ
れ
を
第
三
者
（
Ｃ
）
に
譲
渡
し
た
も
の
の
、
Ｃ
の
許
で
当
該
物
の
品
質
の
契
約
不

）
七
七
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
七

適
合
が
発
見
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｂ
が
自
身
の
売
主
（
Ａ
）
と
の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
当
該
目
的

物
が
返
還
不
能
で
あ
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
形
で
負
担
す
る
の
か
。

民
法
五
四
八
条
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
、
契
約
の
目
的
物
を
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
」
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」、
す
な
わ
ち
返
還
不
能
な
場

合
に
は
、
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
（
１
）

。
こ
の
こ
と
と
、
改
正
前
民
法

五
四
八
条
一
項
で
は
解
除
権
消
滅
の
要
件
と
し
て
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
２
）

を
形
式
的
に
併
せ
考

え
る
と
、
改
正
前
民
法
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
第
三
者
へ
譲
渡
し
た
場
合
に
も
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
帰
結
が
導

か
れ
る
。

こ
の
論
理
と
帰
結
は
、
二
重
譲
渡
事
例
で
の
処
理
と
比
較
を
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
二
重

譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
面
で
は
、
譲
受
人
の
い
ず
れ
か
が
先
に
対
抗
要
件
た
る
登
記
を
備
え
た
時
点
で
、
も
う
一
方
の
譲
受
人
に
対
す
る
譲

渡
人
の
債
務
が
履
行
不
能
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
民
法
五
四
八
条
の
解
釈
に
お
い
て
譲
渡
を
も
っ
て
返
還

不
能
と
捉
え
る
点
も
平
仄
が
合
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
と
も
、
自
由
な
意
思
で
自
由
な
行
為

（
譲
渡
）
を
し
た
以
上
、
こ
の
行
為
（
譲
渡
）
の
結
果
を
売
主
に
転
嫁
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
に
よ
り
直

ち
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解
釈
も
、
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る
リ
ス
ク
配
分
と
い
え
る
。

事
実
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
後
に
見
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
み
が
譲
渡
に
関
す
る
リ
ス
ク
配
分
を
規
定
し
て
い

る
と
理
解
せ
ず
、
譲
渡
そ
の
も
の
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
規
定
を
、
有
責
な
返
還
不
能
の
場
合
に

）
七
七
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
七

適
合
が
発
見
さ
れ
た
た
め
に
、
Ｂ
が
自
身
の
売
主
（
Ａ
）
と
の
売
買
契
約
を
解
除
し
た
場
合
を
考
え
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
当
該
目
的

物
が
返
還
不
能
で
あ
っ
た
と
き
の
リ
ス
ク
は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
形
で
負
担
す
る
の
か
。

民
法
五
四
八
条
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
の
前
後
を
問
わ
ず
、
契
約
の
目
的
物
を
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
っ
た
と
き
」
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
規
定
す
る
。
こ
の
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」、
す
な
わ
ち
返
還
不
能
な
場

合
に
は
、
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
（
１
）

。
こ
の
こ
と
と
、
改
正
前
民
法

五
四
八
条
一
項
で
は
解
除
権
消
滅
の
要
件
と
し
て
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
（
２
）

を
形
式
的
に
併
せ
考

え
る
と
、
改
正
前
民
法
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
第
三
者
へ
譲
渡
し
た
場
合
に
も
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
帰
結
が
導

か
れ
る
。

こ
の
論
理
と
帰
結
は
、
二
重
譲
渡
事
例
で
の
処
理
と
比
較
を
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
不
動
産
の
二
重

譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
面
で
は
、
譲
受
人
の
い
ず
れ
か
が
先
に
対
抗
要
件
た
る
登
記
を
備
え
た
時
点
で
、
も
う
一
方
の
譲
受
人
に
対
す
る
譲

渡
人
の
債
務
が
履
行
不
能
に
な
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
こ
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
民
法
五
四
八
条
の
解
釈
に
お
い
て
譲
渡
を
も
っ
て
返
還

不
能
と
捉
え
る
点
も
平
仄
が
合
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、〈
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
と
も
、
自
由
な
意
思
で
自
由
な
行
為

（
譲
渡
）
を
し
た
以
上
、
こ
の
行
為
（
譲
渡
）
の
結
果
を
売
主
に
転
嫁
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
〉
と
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
に
よ
り
直

ち
に
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解
釈
も
、
ひ
と
つ
の
あ
り
得
る
リ
ス
ク
配
分
と
い
え
る
。

事
実
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。

二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
後
に
見
る
ド
イ
ツ
民
法
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
み
が
譲
渡
に
関
す
る
リ
ス
ク
配
分
を
規
定
し
て
い

る
と
理
解
せ
ず
、
譲
渡
そ
の
も
の
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
規
定
を
、
有
責
な
返
還
不
能
の
場
合
に

）
七
七
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

一
九
八

解
除
権
を
排
除
し
た
、
次
の
旧
三
五
一
条
一
文
に
求
め
た
（
４
）

。

旧
三
五
一
条
　
解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責
で
あ
っ
た
場
合
、
排

除
さ
れ
る
。
対
象
の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失

は
、
権
限
者
自
身
の
過
失
と
同
様
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
ヤ
ン
セ
ン
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
で
既
に
有
責
な
返
還
不
能
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
に
は
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が

消
滅
す
る
の
で
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
問
題
に
な
ら
な
い
と
説
く
（
５
）

。
二
〇
世
紀
後
半
、
ヴ
ォ
ル
フ
や
ケ
メ
ラ
ー
ら
は
、
解
除
権
者
が

受
領
物
に
つ
き
自
己
の
物
と
し
て
自
由
な
行
為
を
し
た
以
上
そ
の
後
に
解
除
す
る
こ
と
は
矛
盾
挙
動
で
あ
る
と
の
議
論
を
展
開
し
た
。
こ

う
し
た
議
論
の
方
向
性
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
解
除
権
を
排
除
す
る
こ
と
と
も
整
合
す
る
（
さ
ら
に
い
え
ば
、
Ⅲ
章
に
見
る
と
お
り
、
債

務
法
現
代
化
法
も
ま
た
、
そ
の
文
言
上
は
、
買
主
Ｂ
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
を
一
律
に
買
主
の
負
担
と
す
る
か
に
映
る
）。
譲
渡
そ
れ
自
体
に
「
履
行

認
容
」
を
見
出
し
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
少
な
く
と
も
本
稿
冒
頭
の
契
約
不
適
合
解
除
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
説
得
力
に
乏
し
い
。
後
の
解
除

と
矛
盾
す
る
と
の
評
価
を
受
け
る
べ
き
「
履
行
認
容
」
や
「
解
除
権
の
放
棄
」
は
、
解
除
原
因
や
解
除
権
の
認
識
な
く
し
て
は
原
則
と
し

て
生
じ
な
い
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
解
除
権
認
識
後0

の
譲
渡
の
場
合
に
は
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
て
も
、
解
除
権
認
識

前0

の
譲
渡
そ
れ
自
体
で
は
原
則
と
し
て
旧
三
五
一
条
の
適
用
が
な
い
と
す
る
の
が
多
数
の
理
解
で
あ
っ
た
（
６
）

。
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
れ
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
の
負
担
と
す
る
理
解
は
支
持
さ
れ
な
い
（
こ
の
他
ド
イ
ツ
で
は
、
譲
渡
そ
れ
自

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
九

体
で
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
の
解
釈
は
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
存
在
・
解
釈
と
整
合
し
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
（
７
））。

「
譲
渡
＝
解
除
権
消
滅
（
買
主
負
担
）
構
成
」
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
当
該
不
適
合
ゆ
え
に

滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
８
）

。
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
当
該
物
の
物
理
的
返
還
自
体
を
不
能
に
す
る
行
為
で

は
な
く
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
の
、
ひ
と
つ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
譲
渡
契
約
が
合
意
解
除
さ
れ
、
あ

る
い
は
第
三
者
Ｃ
か
ら
の
解
除
を
受
け
、
譲
渡
人
（
買
主
）
が
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
取
り
戻
す
場
合
も
存
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
譲
渡
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
の
は
、
返
還
不
能
事
由
と
切
り
離
し
た
行
き
過
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
民
法
改
正
前
の
学
説
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
の
解
釈
と
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
な
い
解
釈
と
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
っ
て
お
り
、
本
稿
冒
頭
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広
く
Ｂ
の
負
担
と
解
す
る
我
が
国
の
傾
向
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
変
わ
ら
な
い
。
確

か
に
、
同
改
正
で
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
譲
渡
を
し
て
も
、
解

除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
我
が
国
の
近
時
の
学
説
は
、
解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分

と
を
切
り
離
す
（
９
）

。
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
と
言
え
ど
も
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
返
還
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が

契
約
時
に
対
価
の
負
担
を
す
る
こ
と
で
そ
の
物
を
取
得
す
る
と
決
定
を
し
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が
自
由
な
意
思
で
行
為
を
し
た
以
上
、

受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
、
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
数
説
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
で
は
、
債
権
法
改
正
後
も
な
お
、
買
主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
原
物
返
還
に
代
え
て

価
額
償
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
解
除
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
右
に
見
た
よ
う
に
、

）
七
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

一
九
九

体
で
旧
三
五
一
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
の
解
釈
は
、
後
に
見
る
旧
三
五
三
条
の
存
在
・
解
釈
と
整
合
し
な
い
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
た
（
７
））。

「
譲
渡
＝
解
除
権
消
滅
（
買
主
負
担
）
構
成
」
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
当
該
不
適
合
ゆ
え
に

滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
（
８
）

。
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
当
該
物
の
物
理
的
返
還
自
体
を
不
能
に
す
る
行
為
で

は
な
く
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
場
合
の
、
ひ
と
つ
の
端
緒
に
と
ど
ま
る
。
譲
渡
契
約
が
合
意
解
除
さ
れ
、
あ

る
い
は
第
三
者
Ｃ
か
ら
の
解
除
を
受
け
、
譲
渡
人
（
買
主
）
が
返
還
す
べ
き
目
的
物
を
取
り
戻
す
場
合
も
存
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
譲
渡
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ス
ク
を
買
主
負
担
と
す
る
の
は
、
返
還
不
能
事
由
と
切
り
離
し
た
行
き
過
ぎ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
民
法
改
正
前
の
学
説
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
」
の
解
釈
と
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
な
い
解
釈
と
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
行
っ
て
お
り
、
本
稿
冒
頭
の
問
題
に
向
き
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広
く
Ｂ
の
負
担
と
解
す
る
我
が
国
の
傾
向
は
、
二
〇
一
七
年
の
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
後
も
変
わ
ら
な
い
。
確

か
に
、
同
改
正
で
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
買
主
が
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
譲
渡
を
し
て
も
、
解

除
権
が
消
滅
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
よ
う
に
我
が
国
の
近
時
の
学
説
は
、
解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分

と
を
切
り
離
す
（
９
）

。
解
除
権
が
消
滅
し
な
い
と
言
え
ど
も
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
返
還
不
能
の
事
態
が
生
じ
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が

契
約
時
に
対
価
の
負
担
を
す
る
こ
と
で
そ
の
物
を
取
得
す
る
と
決
定
を
し
た
以
上
、
あ
る
い
は
買
主
が
自
由
な
意
思
で
行
為
を
し
た
以
上
、

受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
買
主
は
物
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
義
務
を
負
う
と
解
す
る
の
が
、
近
時
の
多
数
説
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

多
数
説
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
冒
頭
の
事
例
で
は
、
債
権
法
改
正
後
も
な
お
、
買
主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
し
、
原
物
返
還
に
代
え
て

価
額
償
還
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
解
除
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
右
に
見
た
よ
う
に
、

）
七
五
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
〇

目
的
物
の
契
約
不
適
合
が
原
因
で
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
後
の
あ
ら
ゆ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
Ｂ
が
負

う
と
の
リ
ス
ク
配
分
は
到
底
支
持
し
得
な
い
。
他
方
で
、
譲
渡
時
に
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
一
律
に
Ｂ
を
免
責
し
、

そ
こ
か
ら
生
じ
た
全
て
の
リ
ス
ク
を
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
に
も
疑
問
が
あ
る
。
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
滅
失
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
当

該
リ
ス
ク
は
譲
渡
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
発
生
し
な
か
っ
た
リ
ス
ク
と
も
言
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。

２
　
検
討
の
手
法

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
の
民
法
五
四
八
条
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
の
第
一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
に
範
を
求
め
た
こ
と
が

知
ら
れ
て
い
る
（
10
）

。
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
し
て
は
、
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
お
よ
び
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
が
規
定

し
て
お
り
、
譲
渡
に
よ
り
受
領
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
採
用
し
て
い
た
。
解
除
権
者
が
譲
渡
物

を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
解
除
が
な
お
許
容
さ
れ
る
規
定
表
現
に
も
映
る
が
、
こ
の
点
は
曖
昧
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
後
一
八
九
六
年
に
制
定
さ
れ
た
民
法
典
で
は
、
解
除
権
者
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
わ
る
規
定

が
二
箇
条
あ
り
、
一
見
す
る
と
い
ず
れ
も
、
右
の
草
案
と
は
異
な
る
内
容
で
あ
っ
た
。

旧
三
五
三
条
一
項
　
解
除
権
者
が
受
領
し
た
対
象
も
し
く
は
そ
の
対
象
の
重
要
な
部
分
を
譲
渡
し
、
ま
た
は
そ
の
上
に
第
三
者
の
権
利
を

設
定
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
処
分
の
結
果
と
し
て
当
該
対
象
を
手
に
入
れ
た
者
の
許
で
三
五
一
条
ま
た
は
三
五
二
条
の
要
件
が
生
じ

た
と
き
は
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
一

旧
三
五
四
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
権
限
者

に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
経
過
前

に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
一
条
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
旧
三
五
二
条
は
解
除
権
者
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
に
よ
り
他

の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
解
除
権
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
三
五
三
条
は
、
解
除
権
者
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
が
あ
っ

た
場
合
に
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
二
条
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
と
き
や
、

第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
と
き
に
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
排
除
す
る
。
他
方
、

旧
三
五
四
条
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
者
Ｂ
が
返
還
対
象
物
を
返
還
し
な
い
場
合
に
解
除
の
効
果
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。
草
案
段

階
に
は
な
か
っ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、
い
か
な
る
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
の
か
。
草
案
の
規
定
内
容
を
排
し
て
こ
れ
ら
の
規
律
を
設
け

た
論
拠
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
出
発
点
と
し
た
い
（
Ⅱ
章
１
節
）。

も
っ
と
も
、
実
は
両
規
定
の
制
定
過
程
を
辿
る
だ
け
で
は
複
数
の
疑
問
が
残
る
。
と
り
わ
け
、
旧
三
五
四
条
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広

く
解
除
者
（
返
還
債
務
者
）
の
負
担
と
し
て
い
る
た
め
、
一
見
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
が
不
要
に
映
る
（
両
規
定
の
効
果
こ
そ
解
除
権
の
消
滅

と
解
除
後
の
解
除
効
の
消
滅
と
い
う
形
で
異
な
る
も
の
の
、
大
き
な
差
は
存
し
な
い
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
制
定
過
程
を
辿
っ
た
後
、
譲
渡
後
の

取
戻
し
の
可
否
を
基
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
旧
三
五
四
条
の
あ
る
べ
き
適
用
範
囲
を
考
察
対
象
と
し
て
い
く
（
Ⅱ
章
２
節
）。
二
〇
世

紀
ド
イ
ツ
で
の
旧
三
五
三
条
を
め
ぐ
る
あ
る
論
点
で
の
多
数
説
的
理
解
は
、
旧
三
五
四
条
に
関
す
る
制
定
過
程
で
の
理
解
か
ら
の
乖
離
を

示
す
も
の
と
評
価
で
き
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑴
）。
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
あ
た
っ
て

）
七
五
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
一

旧
三
五
四
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方
は
、
権
限
者

に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
期
間
経
過
前

に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
一
条
は
先
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
旧
三
五
二
条
は
解
除
権
者
が
受
領
物
を
加
工
・
改
造
に
よ
り
他

の
種
類
の
物
に
変
え
た
場
合
に
解
除
権
を
排
除
す
る
規
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
旧
三
五
三
条
は
、
解
除
権
者
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
が
あ
っ

た
場
合
に
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
二
条
を
準
用
す
る
こ
と
で
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
と
き
や
、

第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
と
き
に
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
排
除
す
る
。
他
方
、

旧
三
五
四
条
は
、
解
除
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
者
Ｂ
が
返
還
対
象
物
を
返
還
し
な
い
場
合
に
解
除
の
効
果
が
失
わ
れ
る
と
す
る
。
草
案
段

階
に
は
な
か
っ
た
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
、
い
か
な
る
経
緯
で
制
定
さ
れ
た
の
か
。
草
案
の
規
定
内
容
を
排
し
て
こ
れ
ら
の
規
律
を
設
け

た
論
拠
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
を
本
稿
の
出
発
点
と
し
た
い
（
Ⅱ
章
１
節
）。

も
っ
と
も
、
実
は
両
規
定
の
制
定
過
程
を
辿
る
だ
け
で
は
複
数
の
疑
問
が
残
る
。
と
り
わ
け
、
旧
三
五
四
条
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
広

く
解
除
者
（
返
還
債
務
者
）
の
負
担
と
し
て
い
る
た
め
、
一
見
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
が
不
要
に
映
る
（
両
規
定
の
効
果
こ
そ
解
除
権
の
消
滅

と
解
除
後
の
解
除
効
の
消
滅
と
い
う
形
で
異
な
る
も
の
の
、
大
き
な
差
は
存
し
な
い
）。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
制
定
過
程
を
辿
っ
た
後
、
譲
渡
後
の

取
戻
し
の
可
否
を
基
準

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
旧
三
五
四
条
の
あ
る
べ
き
適
用
範
囲
を
考
察
対
象
と
し
て
い
く
（
Ⅱ
章
２
節
）。
二
〇
世

紀
ド
イ
ツ
で
の
旧
三
五
三
条
を
め
ぐ
る
あ
る
論
点
で
の
多
数
説
的
理
解
は
、
旧
三
五
四
条
に
関
す
る
制
定
過
程
で
の
理
解
か
ら
の
乖
離
を

示
す
も
の
と
評
価
で
き
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑴
）。
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
に
あ
た
っ
て

）
七
五
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
二

は
、
返
還
不
能
原
因
に
着
目

0

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
こ
と
の
重
要
性
が
明
ら
か
に
な
る
（
Ⅱ
章
３
節
⑵
）。

た
だ
し
、
以
上
の
議
論
の
素
材
は
、
債
務
法
改
正
前0

の
約
定
解
除

0

0

0

0

の
効
果
規
定
を
め
ぐ
っ
て
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
が
想
定
す
る
品
質

の
契
約
不
適
合
に
よ
る
解
除
（
瑕
疵
担
保
解
除
）
の
場
合
、
買
主
Ｂ
は
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
受
領
物
を
譲
渡
す
る
。
こ
こ
に
、
な
お

他
の
解
釈
可
能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
わ
け
、
買
主
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
つ
つ
、
売
主
Ａ
の
代
償
請
求
を
肯
定
す

る
解
釈
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
Ⅱ
章
４
節
⑵
）。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
分
析
と
債
務
法
現
代
化
法
と
の
整
合
性
も
問
題
と
な

る
。
新
解
除
効
果
規
定
は
、
条
文
を
見
る
限
り
ド
イ
ツ
民
法
草
案
と
も
改
正
前
民
法
と
も
異
な
り
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
買
主
が
一

律
に
価
額
償
還
義
務
を
負
う
規
定
と
な
っ
て
い
る
か
に
映
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
部
分
の
議
論
は
ド
イ
ツ
で
も
ま
だ
十
分
な
も
の
と
は
言

い
難
い
が
、
改
正
後
の
学
説
に
お
け
る
議
論
を
参
照
し
、
改
正
前
民
法
下
で
の
理
解
と
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
（
Ⅲ
章
）。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
主
に
ド
イ
ツ
債
務
法
改
正
前
の
規
定
と
議
論
を
素
材
と
し
て
考
察
を
深
め
、
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク

に
つ
い
て
の
あ
る
べ
き
配
分
法
理
を
探
る
。
具
体
的
に
は
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不
能
原
因
に
応
じ
た
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

ま
た
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
譲
渡
先
の
Ｃ
に
ま
で
主
観
的
に
拡
張
す
る
、
す
な
わ
ち
第
三

者
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
い
て
の
Ａ
Ｂ
間
で

の
リ
ス
ク
配
分
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
基
本
的
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

）
七
五
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
三

Ⅱ
　
譲
渡
か
ら
生
じ
る
リ
ス
ク
の
配
分
法
理
比
較

─
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
を
素
材
と
し
て

１
　
ド
イ
ツ
民
法
草
案
お
よ
び
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
の
成
り
立
ち

初
め
に
、
我
が
国
の
民
法
起
草
時
に
参
照
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
を
含
め
、
一
八
九
六
年
ド
イ
ツ
民
法
の
制
定
過
程
を
見
て
お
こ
う
。

⑴
　
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
へ

買
主
に
よ
る
受
領
物
の
譲
渡
に
関
す
る
ロ
ー
マ
普
通
法
下
で
の
規
律
と
し
て
は
、
買
主
が
購
入
し
た
奴
隷
を
譲
渡
等
し
た
場
合
に
つ
い

て
の
指
摘
が
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
で
は
、
買
主
が
奴
隷
や
奴
隷
の
使
用
収
益

を
譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
を
買
い
戻
し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
さ
れ
る
べ
き
と
記
さ
れ
る
（
11
）

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
普

通
法
学
で
は
、
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
、
買
主
が
自
由
な
意
思
に
よ
り
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
解
除
権
を
失
う
も
の
の
、
そ
れ

で
も
な
お
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
再
び
権
利
を
手
に
す
る
と
し
て
い
た
（
12
）

。

債
務
法
の
起
草
委
員
と
さ
れ
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
引
き
継
い
だ
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
契
約

に
基
づ
く
権
利
お
よ
び
義
務
」
と
題
す
る
部
分
草
案
二
〇
号
は
、
三
九
箇
条
か
ら
な
り
、
二
二
条
以
下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責

任
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
三
二
条
で
は
、
買
主
が
受
領
物
を
処
分
し
た
場
合
の
規
律
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

）
七
五
五
（
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不
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物
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Ⅱ
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と
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の
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こ
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を
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の
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て
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る
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す
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わ
ち
、
学
説
編
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巻
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四
三
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文
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節
で
は
、
買
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が
奴
隷
や
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隷
の
使
用
収
益

を
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渡
し
た
と
き
に
は
、
奴
隷
を
買
い
戻
し
、
質
か
ら
解
放
し
た
後
に
瑕
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担
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除
が
さ
れ
る
べ
き
と
記
さ
れ
る
（
11
）

。
ま
た
、
ド
イ
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普

通
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学
で
は
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た
と
え
ば
ヴ
ィ
ン
ト
シ
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イ
ト
は
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主
が
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由
な
意
思
に
よ
り
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を
し
た
場
合
に
は
解
除
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を
失
う
も
の
の
、
そ
れ

で
も
な
お
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
状
態
に
な
っ
た
と
き
に
は
、
再
び
権
利
を
手
に
す
る
と
し
て
い
た
（
12
）

。

債
務
法
の
起
草
委
員
と
さ
れ
た
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
引
き
継
い
だ
。
フ
ォ
ン
・
キ
ュ
ー
ベ
ル
に
よ
る
「
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約

に
基
づ
く
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お
よ
び
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務
」
と
題
す
る
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分
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号
は
、
三
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箇
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か
ら
な
り
、
二
二
条
以
下
で
「
物
の
瑕
疵
に
基
づ
く
担
保
責

任
」
が
取
り
扱
わ
れ
る
。
そ
の
三
二
条
で
は
、
買
主
が
受
領
物
を
処
分
し
た
場
合
の
規
律
が
提
案
さ
れ
て
い
る
（
13
）

。

部
分
草
案
二
〇
号
三
二
条
　
物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の

物
を
加
工
や
改
造
に
よ
り
他
の
種
類
の
物
に
作
り
変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
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で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解

）
七
五
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
〇
四

除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の

改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
こ
で
は
、
取
得
者
に
よ
る
受
領
物
の
処
分
と
返
還
不
能
と
が
明
文
上
一
応
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
キ
ュ
ー
ベ

ル
の
部
分
草
案
は
、
第
一
委
員
会
で
の
審
議
後
、
次
の
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
と
な
っ
た
（
14
）

。

第
一
草
案
四
三
〇
条
　
次
の
場
合
に
は
解
除
権
は
生
じ
な
い
。

一�

　
解
除
権
者
が
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
受
領
し
た
対
象
の
滅
失
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
受
領
し
た
対
象
を
処
分
し
た

（verfügt�hat

）
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
対
象
を
返
還
で
き
な
い
と
き
。

こ
の
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
の
う
ち
処
分
に
か
か
わ
る
規
律
は
、
帝
国
司
法
庁
の
準
備
委
員
会
お
よ
び
第
二
委
員
会
を
経
た
後
の
編

集
会
議
の
段
階
で
、
同
号
で
用
い
ら
れ
て
い
た“verfügen ”
が“veräußern ”

に
変
更
さ
れ
た
点
（
15
）

を
除
い
て
は
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
変

更
を
受
け
ず
、
次
の
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
な
っ
た
（
16
）

。

第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
譲
渡
し
た
（veräußert�hat

）
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
対
象
に
第
三
者
の
権
利

を
設
定
し
て
そ
の
権
利
を
抹
消
で
き
な
い
こ
と
に
よ
り
、
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
返
還
し
え
な
い
と
き
に
は
、
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
五

本
稿
序
論
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
改
正
前
民
法
五
四
八
条
の
起
草
に
あ
た
っ
て
範
と
さ
れ
た
の
が
、
ド
イ
ツ
民
法
の
第

一
草
案
お
よ
び
第
二
草
案
で
あ
っ
た
。
第
一
草
案
四
三
〇
条
一
号
や
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
譲
渡
そ
れ
自
体
と
返
還
不
能
と
を

（
曖
昧
で
は
あ
る
も
の
の
）
一
応
区
別
し
、
譲
渡
自
体
で
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
返
還
で
き
な
い
こ
と
で

解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

⑵
　
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
か
ら
債
務
法
改
正
前
ド
イ
ツ
民
法
へ

ア
　
第
二
草
案
を
明
確
化
し
た
規
定
と
し
て
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
・
旧
三
五
四
条

も
っ
と
も
、
既
に
序
論
に
て
確
認
し
た
と
お
り
、
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
典
で
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
律
が
姿

を
消
し
て
い
る
。
第
二
草
案
以
降
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

議
論
の
き
っ
か
け
は
、
最
終
校
正
（R

evision

）
段
階
で
の
プ
ラ
ン
ク
に
よ
る
提
案
に
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一

文
に
関
し
、
譲
渡
後
も
な
お
返
還
可
能
で
あ
れ
ば
解
除
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
た
（
17
）

。

プ
ラ
ン
ク
提
案
　
解
除
は
、
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
譲
渡
し
た
場
合
に
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
権
限
者
が
そ
の
対
象
を
後
に
再
び

取
得
し
た
と
き
（
あ
る
い
は
権
限
者
が
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
象
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
提
案
を
受
け
た
編
集
会
議
で
は
、
受
領
物
の
譲
渡
後
に
も
解
除
が
な
お
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
許
容
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど

の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
（
18
）

。

）
七
五
四
（
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さ
れ
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て
い
る
。
第
二
草
案
以
降
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

議
論
の
き
っ
か
け
は
、
最
終
校
正
（R

evision
）
段
階
で
の
プ
ラ
ン
ク
に
よ
る
提
案
に
あ
る
。
プ
ラ
ン
ク
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一

文
に
関
し
、
譲
渡
後
も
な
お
返
還
可
能
で
あ
れ
ば
解
除
が
で
き
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
よ
う
、
次
の
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
た
（
17
）

。

プ
ラ
ン
ク
提
案
　
解
除
は
、
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
を
譲
渡
し
た
場
合
に
排
除
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
権
限
者
が
そ
の
対
象
を
後
に
再
び

取
得
し
た
と
き
（
あ
る
い
は
権
限
者
が
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
対
象
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
）
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
提
案
を
受
け
た
編
集
会
議
で
は
、
受
領
物
の
譲
渡
後
に
も
解
除
が
な
お
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
、
許
容
さ
れ
る
と
し
た
ら
ど

の
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
（
18
）

。

）
七
五
四
（
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二
〇
六

こ
こ
で
プ
ラ
ン
ク
は
、
草
案
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
譲
渡
物
を
返
還
で
き
る
か
否
か
を
い
つ
の
時
点
で
判
断
す
る
か
と
い
う
疑
問
が

残
る
こ
と
に
着
目
し
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
譲
渡
対
象
物
が
譲
渡
か
ら
解
除
の
意
思
表
示
ま
で
の
間
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場

合
に
重
要
に
な
る
と
い
う
。
プ
ラ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
、
様
々
な
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
一
方
で
は
、
こ
こ
で
の
返
還
不
能
は
、

譲
渡
に
起
因
す
る
の
で
は
な
く
物
の
滅
失
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
第
二
草
案
三
〇
一
条
（
後
の
旧
三
五
一
条
）
に
よ
れ
ば
（
過

失
が
な
い
限
り
）
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
の
考
え
方
が
あ
り
得
る
。
他
方
、
仮
に
譲
渡
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
滅
失
が
生
じ

た
で
あ
ろ
う
か
否
か
に
よ
り
判
断
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
プ
ラ
ン
ク
は
、
最
も
正
当
で
目
的
に
適
う
の
は
、
解
除
権

者
が
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
既
に
譲
渡
物
を
再
び
買
い
戻
し
た
場
合
を
除
い
て
、
譲
渡
に
よ
っ
て
一
律
に
解
除
権
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
で
あ
る
と
説
い
た（19
）

。
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
含
め
て
買
主
の
負
担
と
す
る
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
提
案
は
、
会
議
で
賛
同
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
議
事
録
の
限
り
で
は
二
つ
の
立
場
か
ら
の
反
対
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
買
主
（
譲
渡
人
）
が
免
責
さ
れ
る
べ
き
場
合
を
想
定
し
、
取
戻
し
が
で
き
な
い
限
り
買
主
負
担
と
す
る

プ
ラ
ン
ク
提
案
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
規
定
が
実
際
的
意
義
を
有
す
る
主
な
場
面
は
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
で

あ
る
と
こ
ろ
、
こ
の
プ
ラ
ン
ク
の
提
案
に
よ
る
と
、
欠
陥
の
あ
る
物
が
取
得
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
に
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ

る
と
い
う
困
っ
た
結
論
に
至
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
（
20
）

。

他
方
、
第
二
草
案
か
ら
の
修
正
の
要
を
見
な
い
と
の
主
張
も
な
さ
れ
た
。
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に
返
還
対
象
物

が
あ
り
、
返
還
可
能
な
状
態
に
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
で
十
分
で
あ
る
旨
主
張
さ
れ
た
。

草
案
の
こ
の
意
味
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
解
約
金
に
よ
る
解
除
に
つ
い
て
の
第
二
草
案
三
〇
八
条
の
規
定
に
付
け

加
え
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
21
）

。
第
二
草
案
三
〇
八
条
は
、
後
の
旧
三
五
九
条
で
あ
り
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
（
22
）

。 ）
七
五
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
七

第
二
草
案
三
〇
八
条
・
旧
三
五
九
条
　
解
約
金
の
支
払
に
よ
る
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
に
お
い
て
、
解
約
金
が
解
除
の
意
思
表
示
前
あ

る
い
は
意
思
表
示
の
際
に
支
払
わ
れ
ず
、
か
つ
相
手
方
が
こ
れ
を
理
由
と
し
て
遅
滞
な
く
そ
の
意
思
表
示
を
拒
絶
す
る
と
き
は
、
解
除
は

そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
解
約
金
が
拒
絶
後
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ
る
と
き
は
、
解
除
の
意
思
表
示
は
有
効
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
対
立
を
受
け
、
プ
ラ
ン
ク
は
会
議
に
お
い
て
自
身
の
提
案
を
撤
回
し
、
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に

返
還
対
象
物
が
あ
る
こ
と
を
解
除
の
許
容
に
あ
た
っ
て
重
視
す
る
と
い
う
形
で
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
適
切
か

ど
う
か
を
編
集
会
議
が
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
（
23
）

。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
編
集
会
議
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
排
除
の
要
件
と
さ

れ
た
返
還
不
能
の
判
断
時
期
如
何
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
編
集
会
議
は
、
右
の
課
題
に
対
し
て
、
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
よ
う
と
し
た
（
24
）

。

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方

は
、
権
限
者
に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

期
間
経
過
前
に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
た
場
合
、
相
手
方
よ
り
相
当
の
期
間
を
設
定
さ
れ
、
こ
の
期

間
経
過
前
に
解
除
者
に
よ
り
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
解
除
が
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
議
事
録
に
は
、
原
状
回
復
に
お
け
る
双

）
七
五
四
（



契
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不
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前
の
受
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二
〇
七

第
二
草
案
三
〇
八
条
・
旧
三
五
九
条
　
解
約
金
の
支
払
に
よ
る
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
に
お
い
て
、
解
約
金
が
解
除
の
意
思
表
示
前
あ

る
い
は
意
思
表
示
の
際
に
支
払
わ
れ
ず
、
か
つ
相
手
方
が
こ
れ
を
理
由
と
し
て
遅
滞
な
く
そ
の
意
思
表
示
を
拒
絶
す
る
と
き
は
、
解
除
は

そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
解
約
金
が
拒
絶
後
遅
滞
な
く
支
払
わ
れ
る
と
き
は
、
解
除
の
意
思
表
示
は
有
効
で
あ
る
。

こ
う
し
た
議
論
対
立
を
受
け
、
プ
ラ
ン
ク
は
会
議
に
お
い
て
自
身
の
提
案
を
撤
回
し
、
解
除
の
意
思
表
示
の
時
点
で
解
除
権
者
の
許
に

返
還
対
象
物
が
あ
る
こ
と
を
解
除
の
許
容
に
あ
た
っ
て
重
視
す
る
と
い
う
形
で
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
明
確
化
す
る
こ
と
が
適
切
か

ど
う
か
を
編
集
会
議
が
吟
味
す
べ
き
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
た
（
23
）

。

そ
し
て
、
そ
の
後
の
編
集
会
議
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
。
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
排
除
の
要
件
と
さ

れ
た
返
還
不
能
の
判
断
時
期
如
何
と
い
う
疑
問
が
残
る
。
そ
こ
で
編
集
会
議
は
、
右
の
課
題
に
対
し
て
、
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
を
新

た
に
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
え
よ
う
と
し
た
（
24
）

。

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
　
権
限
者
が
受
領
し
た
対
象
ま
た
は
そ
の
重
要
な
部
分
の
返
還
に
つ
き
遅
滞
に
陥
っ
た
と
き
は
、
そ
の
相
手
方

は
、
権
限
者
に
対
し
て
相
当
の
期
間
を
指
定
し
、
そ
の
期
間
経
過
後
は
受
領
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

期
間
経
過
前
に
返
還
が
な
い
と
き
は
、
解
除
は
そ
の
効
力
を
失
う
。

こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
に
よ
れ
ば
、
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
た
場
合
、
相
手
方
よ
り
相
当
の
期
間
を
設
定
さ
れ
、
こ
の
期

間
経
過
前
に
解
除
者
に
よ
り
返
還
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
解
除
が
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
議
事
録
に
は
、
原
状
回
復
に
お
け
る
双

）
七
五
四
（
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二
〇
八

務
性
の
尊
重
が
、
根
拠
と
し
て
記
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
解
除
に
よ
る
原
状
回
復
義
務
は
、
双
務
契
約
に
お
け
る
履
行
と
同
様
に
同
時
に
履

行
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
同
条
は
、
解
除
が
そ
う
し
た
関
係
を
創
り
出
す
と
い
う
考
え
方
に
依
拠
し
た
も
の
と
さ
れ
る
（
25
）

。
そ
の
後
、
こ
の

修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
は
、
旧
三
五
四
条
に
結
実
し
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
こ
の
修
正
第
二
草
案
三
四
九
条
お
よ
び
旧
三
五
四
条
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
比
べ
、
い
か
な
る
場
合
に
解

除
が
効
力
を
失
う
か
明
確
で
あ
る
。
同
条
は
、
譲
渡
に
も
か
か
わ
ら
ず
解
除
は
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
を

買
主
Ｂ
が
負
担
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
返
還
不
能
か
否
か
の
判
断
は
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
か
ら
相
当
期
間
経
過
時
に
な
さ
れ
る
こ

と
を
明
確
に
し
た
（
26
）

。
こ
の
旧
三
五
四
条
こ
そ
が
、
日
本
民
法
五
四
八
条
の
制
定
時
に
参
照
さ
れ
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
を
排
し
て
、

譲
渡
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
規
律
し
た
規
定
で
あ
っ
た
。

イ
　
修
正
第
二
草
案
で
新
設
さ
れ
た
同
三
四
八
条
一
項
・
旧
三
五
三
条
の
制
定
経
緯

他
方
、
一
八
九
六
年
制
定
の
ド
イ
ツ
民
法
典
に
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
た
場
合
を
直
接
規
律
す
る
ル
ー
ル
と
し
て
旧
三
五
三
条
一
項
が
存

在
す
る
。
序
論
で
見
た
と
お
り
旧
三
五
三
条
一
項
は
、
譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
が
生
じ
た
場
合
、

具
体
的
に
は
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
き
Ｃ0

が
有
責

0

0

0

で
あ
っ
た
り
、
Ｃ
が
加
工
・
改
造

0

0

0

0

し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
っ
た
場
合
に
、

解
除
権
者
た
る
買
主
Ｂ
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
と
規
定
す
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
第
二
草
案
段
階
に
お
け
る
譲
渡
に
関
す
る
規
律
は
、

第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
（
旧
三
五
四
条
の
前
身
）
の
み
で
あ
り
、
こ
の
旧
三
五
三
条
の
内
容
に
相
当
す
る
規
定
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
こ
の
旧
三
五
三
条
の
制
定
経
緯
に
目
を
向
け
る
と
、
こ
の
旧
三
五
三
条
も
、
先
の
旧
三
五
四
条
と
同
様
に
、
最
終
校
正
の
段

階
に
お
い
て
新
た
に
提
案
さ
れ
、
修
正
第
二
草
案
三
四
八
条
と
な
り
、
旧
三
五
三
条
に
結
実
し
た
。
実
は
、
こ
の
規
定
内
容
は
、
後
の
旧

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
〇
九

三
五
一
条
二
文
後
段
に
関
す
る
提
案
に
そ
の
契
機
が
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
後
に
旧
三
五
一
条
と
な
る
第
二
草
案
三
〇
二
条
一
号
の
解

除
権
者
の
過
失
を
主
観
的
に
拡
張

0

0

0

0

0

0

す
る
の
に
伴
い
、
受
領
物
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
も
解
除
権
者
の
過
失
と
同
視
す
べ
き
主
観
的
範
囲
を

拡
張
す
る
観
点
か
ら
、
後
の
旧
三
五
三
条
が
提
案
さ
れ
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
こ
の
点
の
経
緯
を
辿
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ま
ず
前
提
と
し
て
、
右
の
第
二
草
案
三
〇
二
条
一
号
は
、
後
の
旧
三
五
一
条
一
文
お
よ
び
二
文
前
段
0

0

に
相
当
す
る
規
定
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
定
め
て
い
た
（
傍
点
は
引
用
者
（
27
））。

第
二
草
案
三
〇
二
条
　
解
除
は
排
除
さ
れ
る
。

一�

　
受
領
し
た
対
象
の
滅
失
ま
た
は
著
し
い
損
傷
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
た
と
き
。
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
、
著
し
い
損
傷

と
同
様
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
草
案
の
校
正
段
階
で
は
、
解
除
権
者
自
身
の
過
失
で
な
く
と
も
、
解
除
権
者
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
第
三
者
の

過
失
を
解
除
権
者
の
過
失
と
同
視
し
て
解
除
権
を
排
除
す
べ
き
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
第
三
者
の
範
囲
如
何
が
議
論
さ
れ
た
（
28
）

。
会
議

で
は
、
ま
ず
、
第
二
草
案
二
三
四
条
（
後
の
旧
二
七
八
条
）
の
範
囲
、
つ
ま
り
は
解
除
権
者
が
給
付
の
実
現
（
義
務
の
履
行
）
に
利
用
し
た

者
に
限
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
解
除
権
者
が
受
領
物
の
占
有
を
単
に
委
ね
た
相
手
の
過
失
を
含
む
と
す
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。

こ
こ
で
は
全
部
で
三
つ
の
提
案
が
な
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
は
、
前
者
の
提
案
が
承
認
さ
れ
（
29
）

、
後
の
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
な
る
。

旧
三
五
一
条
　
解
除
は
、
受
領
し
た
対
象
の
著
し
い
損
傷
、
滅
失
そ
の
他
の
返
還
不
能
に
つ
い
て
解
除
権
者
が
有
責
で
あ
っ
た
場
合
、
排

）
七
四
四
（
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二
一
〇

除
さ
れ
る
。
対
象
の
重
要
な
部
分
の
滅
失
は
著
し
い
損
傷
と
同
様
と
し
、
二
七
八
条
に
よ
り
解
除
権
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
他
人
の
過
失

は
、
権
限
者
自
身
の
過
失
と
同
様
と
す
る
。

そ
し
て
、
同
会
議
で
は
、
こ
の
責
任
の
主
観
的
拡
張
を
、
目
的
物
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
も
及
ぼ
す
提
案
が
な
さ
れ
た
（
30
）

。
譲

渡
が
な
さ
れ
た
場
合
、
目
的
物
の
譲
受
人
Ｃ
の
有
責
で
の
滅
失
等
あ
る
い
は
加
工
・
改
造
が
あ
れ
ば
、
譲
渡
人
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
の
約

定
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
承
認
を
得
た
こ
の
内
容
は
、
そ
の
後
、
修
正
第
二
草
案
＝
連
邦
参
議
院
提
出
草
案
の
三
四
八
条

一
項
と
な
り
、
そ
の
ま
ま
旧
三
五
三
条
一
項
に
結
実
し
た
（
31
）

。

⑶
　
両
条
の
制
度
趣
旨
と
残
さ
れ
た
課
題

以
上
の
と
お
り
、
旧
三
五
三
条
は
、〈
買
主
が
受
領
物
を
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に
つ
い
て

は
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
で
あ
る
〉
と
の
考
え
を
基
に
、
買
主
が
負
う
リ
ス
ク
の
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す

る
規
定
と
理
解
で
き
る
（
32
）

。
こ
れ
に
対
し
、
旧
三
五
四
条
は
、〈
買
主
が
受
領
物
を
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
、

返
還
不
能
リ
ス
ク
を
自
ら
負
う
べ
き
で
あ
る
〉
と
の
考
え
を
基
に
、
譲
渡
そ
の
も
の
で
は
解
除
を
排
除
し
な
い
も
の
の
、
返
還
不
能
リ
ス

ク
を
一
律
に
買
主
の
負
担
と
す
る
規
定
で
あ
る
。
両
条
は
と
も
に
、
譲
渡
人
で
あ
る
買
主
Ｂ
の
リ
ス
ク
負
担
を
定
め
て
い
る
。

以
上
の
制
定
過
程
論
議
か
ら
は
、
次
の
疑
問
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
も
に
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
旧
三
五
四
条
が
あ
れ
ば
足
り
、
旧
三
五
三
条
は
不
要
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
で
あ
る
。
旧
三
五
四
条
の
定
め
る
と
お
り
、
譲
渡
物
を

取
り
戻
し
て
の
返
還
が
不
能
な
場
合
、
そ
の
返
還
不
能
原
因
の
如
何
を
問
わ
ず
、
そ
の
リ
ス
ク
を
一
律
に
解
除
権
者
（
買
主
）
に
負
わ
せ

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
一

れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
も
、
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
ま
で
の
理
解
と
大
差
な
い
の
で

は
な
い
か
。
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
第
三
者
の
許
で
物
が
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
⑵
ア
参
照
）、
両
条
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
う
し
た
課
題
を
残
し
て
い
た
。

こ
の
点
、
旧
三
五
四
条
は
解
除
権
者
に
よ
る
返
還
の
「
遅
滞
」
を
要
件
と
す
る
と
こ
ろ
、
返
還
「
遅
滞
」
と
さ
れ
る
の
は
、
旧
二
八
五

条
に
従
い
、
解
除
権
者
が
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範

囲
を
考
え
る
う
え
で
の
問
題
は
、〈
旧
三
五
四
条
の
局
面
に
お
い
て
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
と
は
如
何
な

る
場
合
か
〉
に
な
ろ
う
。
旧
三
五
四
条
の
背
後
に
は
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
限
り
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
負
う
べ
し
〉
と
の
理
解
が
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
返
還
不
能
に
は
広
く
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
の
解
釈
に
至
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
は
広
く
な
り
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
譲
渡
そ
れ

自
体
で
解
除
権
を
排
除
す
る
リ
ス
ク
配
分
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
に
、
旧
三
五
四
条
を
原
状
回
復
障
害
に
広
く
適
用
し
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
図
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
を
広
く
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
局
面
だ
け
で
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
お

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
一

れ
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
ド
イ
ツ
民
法
も
、
ロ
ー
マ
普
通
法
か
ら
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
ま
で
の
理
解
と
大
差
な
い
の
で

は
な
い
か
。
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
第
三
者
の
許
で
物
が
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
⑵
ア
参
照
）、
両
条
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ド
イ
ツ
民
法
典
は
こ
う
し
た
課
題
を
残
し
て
い
た
。

こ
の
点
、
旧
三
五
四
条
は
解
除
権
者
に
よ
る
返
還
の
「
遅
滞
」
を
要
件
と
す
る
と
こ
ろ
、
返
還
「
遅
滞
」
と
さ
れ
る
の
は
、
旧
二
八
五

条
に
従
い
、
解
除
権
者
が
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範

囲
を
考
え
る
う
え
で
の
問
題
は
、〈
旧
三
五
四
条
の
局
面
に
お
い
て
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
返
還
を
行
わ
な
い
場
合
と
は
如
何
な

る
場
合
か
〉
に
な
ろ
う
。
旧
三
五
四
条
の
背
後
に
は
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
限
り
、
返
還
不
能

リ
ス
ク
を
負
う
べ
し
〉
と
の
理
解
が
あ
る
と
解
す
れ
ば
、
返
還
不
能
に
は
広
く
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
が
あ
る
と
の
解
釈
に
至
る
可
能
性

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
は
広
く
な
り
、
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
考
え
方
、
す
な
わ
ち
譲
渡
そ
れ

自
体
で
解
除
権
を
排
除
す
る
リ
ス
ク
配
分
に
接
近
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
次
に
、
旧
三
五
四
条
を
原
状
回
復
障
害
に
広
く
適
用
し
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
図
る
こ
と
が
妥

当
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

２
　
譲
渡
後
の
取
戻
し
の
可
否
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
基
本
的
発
想

自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
を
広
く
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
解
釈
は
、
二
〇
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
に
よ
り
主
張
さ
れ
た
。
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
局
面
だ
け
で
な
く
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
お

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
一
二

い
て
も
、
次
の
よ
う
に
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
重
視
し
て
い
る
。

実
は
フ
ー
バ
ー
は
、
加
工
・
改
造
の
際
の
リ
ス
ク
配
分
を
取
り
扱
っ
た
前
稿
に
お
い
て
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
（
33
）

、〈
受
領
物
の
返
還
不

能
が
、
瑕
疵
自
体
か
ら
生
じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
瑕
疵
を
認
識
で
き
な
い
状
況
か
ら
生
じ
た
場
合
に
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
が
排
除
さ
れ
な

い
〉
と
の
一
般
原
則
が
あ
る
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
基
本
姿
勢
を
採
る
フ
ー
バ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
免
責
を
認
め
る
の
が
筋
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
フ
ー
バ
ー
自
身
も
こ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
し
、
フ
ー
バ
ー
は
、
譲
渡
が
な
さ
れ
、
譲
渡
人
Ｂ
が
物
を
取
り
戻
せ
な
い
状
態
が
ど
の
よ
う
な
状
況
か
に
着
目
す
る
。
フ
ー
バ
ー

に
よ
れ
ば
、
Ｂ
が
譲
渡
物
を
第
三
者
か
ら
取
り
戻
せ
な
い
場
合
、
Ｂ
は
通
常
、
第
三
者
Ｃ
よ
り
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
を
保
持
し
て
い
る

状
況
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
目
的
物
を
取
り
戻
せ
な
い
買
主
Ｂ
に
対
し
て
、
自
身
の
売
主
Ａ
に
対
す
る
瑕
疵
担
保
解
除
権
を

（
旧
二
八
一
条
に
よ
る
代
償
の
引
渡
し
と
引
き
換
え
に
）
認
め
る
こ
と
は
過
剰
で
あ
る
（überflüssig

）。
フ
ー
バ
ー
は
、
こ
う
し
た
状
況
理
解
の

も
と
で
、
瑕
疵
は
し
ば
し
ば
再
び
売
却
さ
れ
た
後
に
初
め
て
現
れ
る
と
い
う
現
実
お
よ
び
旧
三
五
三
条
の
存
在
を
考
慮
し
、
譲
渡
そ
れ
自

体
で
は
瑕
疵
担
保
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
と
し
つ
つ
も
、
買
主
Ｂ
は
物
を
再
び
調
達
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
き
自
身
で
責
任
を
負
う
と

解
し
た
の
で
あ
る
（
34
）

。
譲
渡
後
に
当
該
目
的
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
買
主
Ｂ
は
、
Ｃ
よ
り
給
付
さ
れ
た
売
買
代
金
を
保
持
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
買
主
Ｂ
に
瑕
疵
担
保
解
除
を
与
え
る
こ
と
は
過
剰
で
あ
り
、
必
要
な
い
と
の
論
理
で
あ
る
。「
過
剰
」
と
い
う

評
価
と
取
戻
し
の
有
無
が
結
び
付
け
ら
れ
る
。
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
に
買
主
（
譲
渡
人
）
の
解
除
を
排
除
す
べ
き
と
す
る

点
は
、
グ
ラ
ス
も
同
様
で
あ
る
（
35
）

。

こ
う
し
た
リ
ス
ク
配
分
を
志
向
す
る
場
合
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
旧
三
五
三
条
で
解
除
権
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
も
、
な
お
旧

三
五
四
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
前
述
の
如
く
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
取
り
戻
せ
な
い
こ

）
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契
約
不
適
合
認
識
前
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受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
三

と
を
重
視
し
て
、
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な
遅
滞
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
に

も
か
か
わ
ら
ず
返
還
で
き
な
い
場
合
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
効
が
消
滅
し
、
フ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
リ
ス
ク
配
分
が
導
か
れ
る
。

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

こ
う
し
た
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
す
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
取
戻
不
能
の
原
因
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
維
持
に
あ
る
場
合
を
想
定
す
れ
ば
、

実
に
合
理
的
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
場
合
の
Ｂ
に
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
与
え
、
価
額
償
還
義
務
を
免
責
す

る
合
理
性
は
乏
し
い
。

し
か
し
、
取
戻
不
能
の
原
因
は
、
譲
渡
契
約
の
維
持
に
限
ら
れ
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
も
俎
上
に
上
っ
た
よ
う
に
、

目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
取
戻
不
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
者
の
許
で
の
滅
失
が
売
主
Ａ
の
責
め
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
、
こ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
が
負
う
べ
き
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
的
物
に
関
す

る
売
主
Ａ
の
説
明
不
足
等
が
端
緒
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
譲
渡
人
Ｂ
の
説
明
も
同
様
に
不
足
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
三
者
Ｃ
が
目
的
物
の

使
用
方
法
を
誤
り
滅
失
さ
せ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
目
的
物
が
有
す
る
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
し
て
し
ま
う
点
に

問
題
を
抱
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
、
取
戻
し
の
可
否
が
基
準
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
、
自
由
な
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
旧
三
五
四
条
の
〈
有
責
な
遅
滞
〉
を
基
礎
づ
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
に
、

返
還
不
能
の
原
因
0

0

に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
売
主
Ａ
に
返
還
で
き
な
い

）
七
四
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契
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前
の
受
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二
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と
を
重
視
し
て
、
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な
遅
滞
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
解
除
の
相
手
方
に
よ
る
催
告
に

も
か
か
わ
ら
ず
返
還
で
き
な
い
場
合
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
効
が
消
滅
し
、
フ
ー
バ
ー
の
主
張
す
る
リ
ス
ク
配
分
が
導
か
れ
る
。

⑵
　
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
難
点

こ
う
し
た
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
す
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
取
戻
不
能
の
原
因
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
維
持
に
あ
る
場
合
を
想
定
す
れ
ば
、

実
に
合
理
的
で
あ
る
。
フ
ー
バ
ー
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
こ
の
場
合
の
Ｂ
に
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
権
を
与
え
、
価
額
償
還
義
務
を
免
責
す

る
合
理
性
は
乏
し
い
。

し
か
し
、
取
戻
不
能
の
原
因
は
、
譲
渡
契
約
の
維
持
に
限
ら
れ
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
編
纂
過
程
に
お
い
て
も
俎
上
に
上
っ
た
よ
う
に
、

目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
取
戻
不
能
な
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
三
者
の
許
で
の
滅
失
が
売
主
Ａ
の
責
め
に

帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
、
こ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
が
負
う
べ
き
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
目
的
物
に
関
す

る
売
主
Ａ
の
説
明
不
足
等
が
端
緒
と
な
り
、
こ
れ
を
受
け
て
譲
渡
人
Ｂ
の
説
明
も
同
様
に
不
足
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
第
三
者
Ｃ
が
目
的
物
の

使
用
方
法
を
誤
り
滅
失
さ
せ
た
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
目
的
物
が
有
す
る
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
第
三
者
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
同
様
で

あ
る
。
取
戻
し
の
可
否
を
基
準
と
し
て
リ
ス
ク
配
分
を
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
場
合
す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
し
て
し
ま
う
点
に

問
題
を
抱
え
る
。

こ
の
こ
と
は
、
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
、
取
戻
し
の
可
否
が
基
準
と
し
て
不
合
理
で
あ
る
こ
と
、
お

よ
び
、
自
由
な
意
思
で
譲
渡
し
た
こ
と
そ
れ
自
体
で
は
旧
三
五
四
条
の
〈
有
責
な
遅
滞
〉
を
基
礎
づ
け
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
も
に
、

返
還
不
能
の
原
因
0

0

に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
た
め
に
売
主
Ａ
に
返
還
で
き
な
い

）
七
四
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二
一
四

場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
の
許
で
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
不
能
で
あ
る
場
合
を
も
想
定
し
、
そ
の
う
え
で
当
該
具
体
的
な
返
還
不

能
リ
ス
ク
を
誰
に
帰
す
べ
き
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
い
っ
た
ん
旧
三
五
四
条
を
離
れ
、
旧
三
五
三
条
の
も
と
で
の
議
論
に
目
を
向
け
よ
う
。
同
条
は
、
第
三
者
の
許
で

の
滅
失
等
や
加
工
・
改
造
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
と
い
う
形
で
、
ま
さ
に
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

３
　
返
還
不
能
の
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分

─
二
当
事
者
間
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
へ
の
収
斂

⑴
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
棲
み
分
け

ア
　
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分

前
述
の
と
お
り
、
旧
三
五
三
条
は
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
の
譲
渡
後
に
こ
れ
を
返
還
で
き
な
い
場
合
の
う
ち
、
目
的
物
の
滅
失
に
つ
き
第

三
者
Ｃ
が
有
責
で
あ
る
ケ
ー
ス
や
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
別
の
物
と
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
に
お
け
る

買
主
Ｂ
の
解
除
権
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
原
物
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
る
。
ま
さ
に
、
ど
の
よ
う
な
事
由
に
よ
り
返
還

不
能
に
な
っ
た
の
か
に
着
目
す
る
規
定
で
あ
る
。

こ
う
し
て
返
還
不
能
原
因
に
着
目
し
て
リ
ス
ク
配
分
す
る
と
な
れ
ば
、
契
約
不
適
合
が
原
因
で
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た
場
合
も
含
め
、
Ａ

の
有
責
な
滅
失
等
で
あ
れ
ば
Ａ
負
担
と
な
る
こ
と
も
説
明
で
き
る
。
ま
た
、
旧
三
五
三
条
は
、
そ
の
制
定
過
程
の
論
議
か
ら
明
ら
か
な
と

お
り
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
規
定
で
あ
る
か
ら
、
Ｃ
の
有
責
な
滅
失
等
に
つ
い
て
Ｂ
が
リ
ス

ク
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
、
こ
れ
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
は
い
か
に
配
分
さ
れ
る
の
か
。
旧

）
七
四
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
五

三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
と
旧
三
五
二
条
の
み
を
準
用
し
、
旧
三
五
〇
条
、
す
な
わ
ち
買
主
（
解
除
権
者
）
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅

失
し
た
場
合
に
、
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
負
担
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
な
い
。
旧
三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
セ
ッ

ト
で
、
解
除
権
者
の
負
担
す
る
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
見
地
か
ら
制
定
さ
れ
た
以
上
、
旧
三
五
三
条
に
お
い
て
旧
三
五
〇
条
が
準
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
点
は
、
こ
う
し
て
旧
三
五
三
条
が
旧
三
五
〇
条
を
準
用
し
て
い
な
い
が
ゆ
え

に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
は
、（
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
と
同
様
に
）
解
除
権
を
排
除
し
て
解
除
権
者
の

負
担
と
す
る
場
合
（
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
一
項
）
だ
け
で
な
く
、
解
除
を
認
め
て
解
除
の
相
手
方
負
担

と
す
る
場
合
も
明
示
的
に
定
め
て
い
た
（
旧
三
五
〇
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
二
項
）。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
旧

三
五
〇
条
が
準
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
旧
三
五
三
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
は
な
く
と
も
、
な
お
旧
三
五
四
条
が
適
用
さ

れ
、
譲
渡
先
か
ら
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
は
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
と
の
帰
結
も
、
あ
り
得
る
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を

広
く
買
主
負
担
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
当
然
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
見
解
が

有
力
で
あ
っ
た
（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
Ｂ
は
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
ず
、
適
法
に
解
除
で
き
る
結
果
、（
旧
三
五
〇
条
に

よ
り
）
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
（
37
）

。
こ
う
し
た
学
説
理
解
に
従
え
ば
、
①
第

三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
を
満
た
す
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
買
主
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除

権
が
消
滅
す
る
（
旧
三
五
三
条
）
の
に
対
し
、
②
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
買
主
Ｂ
の
解
除
が
認
め
ら
れ
、

Ｂ
は
目
的
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
受
領
済
み
代
金
の
返
還
義
務
を
負
う
。
②
の
場
合
に
お
い
て
買
主
Ｂ
の
免
責
を

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
五

三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
と
旧
三
五
二
条
の
み
を
準
用
し
、
旧
三
五
〇
条
、
す
な
わ
ち
買
主
（
解
除
権
者
）
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅

失
し
た
場
合
に
、
売
主
（
解
除
の
相
手
方
）
負
担
と
す
る
規
定
を
準
用
し
て
い
な
い
。
旧
三
五
三
条
は
、
旧
三
五
一
条
二
文
後
段
と
セ
ッ

ト
で
、
解
除
権
者
の
負
担
す
る
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
見
地
か
ら
制
定
さ
れ
た
以
上
、
旧
三
五
三
条
に
お
い
て
旧
三
五
〇
条
が
準
用

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
自
体
は
自
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
点
は
、
こ
う
し
て
旧
三
五
三
条
が
旧
三
五
〇
条
を
準
用
し
て
い
な
い
が
ゆ
え

に
生
じ
た
問
題
で
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
民
法
は
、（
我
が
国
の
改
正
前
五
四
八
条
と
同
様
に
）
解
除
権
を
排
除
し
て
解
除
権
者
の

負
担
と
す
る
場
合
（
旧
三
五
一
条
・
旧
三
五
二
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
一
項
）
だ
け
で
な
く
、
解
除
を
認
め
て
解
除
の
相
手
方
負
担

と
す
る
場
合
も
明
示
的
に
定
め
て
い
た
（
旧
三
五
〇
条
、
我
が
国
で
は
改
正
前
五
四
八
条
二
項
）。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
旧

三
五
〇
条
が
準
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
ど
う
評
価
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
、
条
文
解
釈
と
し
て
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
旧
三
五
三
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
は
な
く
と
も
、
な
お
旧
三
五
四
条
が
適
用
さ

れ
、
譲
渡
先
か
ら
取
り
戻
し
て
の
返
還
が
で
き
な
い
以
上
は
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
と
の
帰
結
も
、
あ
り
得
る
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を

広
く
買
主
負
担
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
当
然
、
こ
の
よ
う
に
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
債
務
法
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
に
お
い
て
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
見
解
が

有
力
で
あ
っ
た
（
36
）

。
す
な
わ
ち
、
買
主
Ｂ
は
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
ず
、
適
法
に
解
除
で
き
る
結
果
、（
旧
三
五
〇
条
に

よ
り
）
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
と
い
う
理
解
で
あ
る
（
37
）

。
こ
う
し
た
学
説
理
解
に
従
え
ば
、
①
第

三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
や
旧
三
五
二
条
の
要
件
を
満
た
す
事
態
が
生
じ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
り
買
主
Ｂ
が
有
す
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除

権
が
消
滅
す
る
（
旧
三
五
三
条
）
の
に
対
し
、
②
第
三
者
Ｃ
の
許
で
目
的
物
が
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
買
主
Ｂ
の
解
除
が
認
め
ら
れ
、

Ｂ
は
目
的
物
を
返
還
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
受
領
済
み
代
金
の
返
還
義
務
を
負
う
。
②
の
場
合
に
お
い
て
買
主
Ｂ
の
免
責
を

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
一
六

認
め
る
点
で
、
取
戻
不
能
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
Ｂ
に
負
わ
せ
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
と
違
い
が
あ
る
こ
と
に
な
る
（
38
）

。

イ
　
旧
三
五
三
条
の
登
場
に
よ
る
旧
三
五
四
条
の
適
用
場
面
制
限

─
二
つ
の
返
還
不
能
原
因
の
区
別

以
上
の
検
討
結
果
は
、
次
の
よ
う
な
分
析
・
整
理
を
可
能
と
す
る
。
旧
三
五
四
条
は
、
そ
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
第
三
者
の
許
で
目

的
物
が
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
不
能
な
場
合
も
そ
の
射
程
に
含
め
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
Ｂ
が
譲
渡
し
た
こ
と
自
体
を
捉

え
て
有
責
な
返
還
遅
滞
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
も
旧
三
五
四
条
の
要
件
を
満
た
す
。
し
か
し
、
以
上
で
み
た
と
お
り
、
制
定
後
の

学
説
の
多
く
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
は
、
Ｂ
の
解
除
を
認
め
、
旧
三
五
四
条
を
問
題
と
せ
ず
に
、
相
手
方
Ａ
の
負

担
と
し
て
き
た
。
Ｂ
の
解
除
が
排
除
さ
れ
な
い
場
合
に
、
重
ね
て
旧
三
五
四
条
を
適
用
し
な
い
。

多
数
説
は
こ
こ
で
、
制
定
過
程
に
お
け
る
旧
三
五
四
条
の
広
い
射
程
理
解
か
ら
離
れ
、（
偶
然
滅
失
に
限
ら
ず
）
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の

許
で
滅
失
し
た
場
合
を
同
条
を
適
用
対
象
と
し
な
い
も
の
と
評
価
で
き
る
。
第
三
者
Ｃ
の
許
で
旧
三
五
一
条
あ
る
い
は
旧
三
五
二
条
の
要

件
を
満
た
す
原
物
返
還
不
能
が
生
じ
た
場
合
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
買
主
Ｂ
の
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
有
効
な
解
除
を

前
提
と
す
る
旧
三
五
四
条
は
適
用
の
前
提
が
な
い
。
ま
た
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
場
合
、

多
数
説
は
こ
れ
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
し
て
お
り
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
旧
三
五
四
条
の
中
心
的
適
用
場
面
は
、
物

理
的
な
返
還
不
能
事
由
は
発
生
し
て
い
な
い
も
の
の
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
譲
渡
人
Ｂ
が
譲
渡
物
を
第
三
者
Ｃ
よ

り
取
り
戻
せ
な
い
場
合
と
な
ろ
う
。

旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
は
、
制
定
過
程
に
お
い
て
相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
規
定
さ
れ
、
結
果
と
し
て
で
き
あ
が
っ
た
両

条
は
競
合
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
お
け
る
多
数
説
の
リ
ス
ク
配
分
は
、
旧
三
五
四
条
の
適

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
七

用
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
で
両
条
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

こ
う
し
た
検
討
は
、
返
還
不
能
の
原
因
と
し
て
、
❶
目
的
物
自
体
は
第
三
者
の
許
に

現
存
し
、
物
理
的
に
は
返
還
可
能
な
状
態
に
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ

た
ま
ま
で
Ｂ
が
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
と
、
❷
目
的
物
が
第
三
者

の
許
で
滅
失
等
し
て
物
理
的
に
原
物
返
還
不
能
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
を
区
別
す
べ

き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
❶
の
ケ
ー
ス

で
は
、
譲
渡
人
Ｂ
を
免
責
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
取
戻
し
の
可
否
に

よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
図
れ
ば
良
い
。
旧
三
五
四
条
は
こ
れ
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

❷
で
は
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
は
妥
当
せ
ず
、
当
該
物
理
的
返
還
不
能

の
原
因
を
探
り
、
Ａ
Ｂ
間
の
リ
ス
ク
配
分
を
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の

ド
イ
ツ
民
法
規
定
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
上
掲
の
と
お
り

で
あ
る
。

⑵
　
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
❷
の
物
理
的

返
還
不
能
の
場
合
に
他
な
ら
な
い
。
❶
の
場
合
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
、

【旧353条と旧354条の棲み分けに関する１つの考え方】

返還不能事由 対応規定 Ｂの解除の可否
ＡＢ間での

リスク負担

Ｃの過失による

滅失

物理的

返還不能

旧353条

→旧351条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの加工・改造
旧353条

→旧352条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの許での

偶然滅失
（旧350条） 可 Ａ（売主）

ＢＣ間の

契約存続

社会通念上の

返還不能
旧354条 解除効消滅 Ｂ（買主）

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
一
七

用
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
で
両
条
の
調
整
を
図
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。

こ
う
し
た
検
討
は
、
返
還
不
能
の
原
因
と
し
て
、
❶
目
的
物
自
体
は
第
三
者
の
許
に

現
存
し
、
物
理
的
に
は
返
還
可
能
な
状
態
に
あ
る
も
の
の
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ

た
ま
ま
で
Ｂ
が
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
ケ
ー
ス
と
、
❷
目
的
物
が
第
三
者

の
許
で
滅
失
等
し
て
物
理
的
に
原
物
返
還
不
能
に
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
を
区
別
す
べ

き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
❶
の
ケ
ー
ス

で
は
、
譲
渡
人
Ｂ
を
免
責
す
べ
き
理
由
が
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
取
戻
し
の
可
否
に

よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
図
れ
ば
良
い
。
旧
三
五
四
条
は
こ
れ
を
規
定
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、

❷
で
は
、
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
は
妥
当
せ
ず
、
当
該
物
理
的
返
還
不
能

の
原
因
を
探
り
、
Ａ
Ｂ
間
の
リ
ス
ク
配
分
を
決
す
る
必
要
が
あ
る
。
債
務
法
改
正
前
の

ド
イ
ツ
民
法
規
定
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
理
解
を
表
に
ま
と
め
る
と
、
上
掲
の
と
お
り

で
あ
る
。

⑵
　
リ
ス
ク
負
担
範
囲
の
主
観
的
拡
張
と
二
当
事
者
問
題
へ
の
収
斂

譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
の
は
、
❷
の
物
理
的

返
還
不
能
の
場
合
に
他
な
ら
な
い
。
❶
の
場
合
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
売
買
契
約
で
あ
れ
ば
、

【旧353条と旧354条の棲み分けに関する１つの考え方】

返還不能事由 対応規定 Ｂの解除の可否
ＡＢ間での

リスク負担

Ｃの過失による

滅失

物理的

返還不能

旧353条

→旧351条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの加工・改造
旧353条

→旧352条
不可 Ｂ（買主）

Ｃの許での

偶然滅失
（旧350条） 可 Ａ（売主）

ＢＣ間の

契約存続

社会通念上の

返還不能
旧354条 解除効消滅 Ｂ（買主）

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
一
八

譲
渡
利
益
が
Ｂ
に
帰
属
し
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
で
、
Ｂ
は
通
常
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
を
選
択
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
前
提
に
❷
を
中
心
に
据
え
た
と
き
、
以
上
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
譲
渡
先
の
Ｃ

に
ま
で
主
観
的
に
拡
張
す
る
、
換
言
す
れ
ば
第
三
者
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。〈
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら
ば
、
当
該
リ
ス
ク
は
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
負
担
す

る
も
の
か
否
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
い
え
る
（
39
）

。

こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
に
つ
い
て
の
Ａ
Ｂ
間
で
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る

と
い
う
点
を
除
け
ば
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
該
滅
失
リ
ス
ク
が
仮
に
Ｂ
の
許

で
生
じ
た
と
し
て
も
売
主
Ａ
に
転
嫁
可
能
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
べ
き
理
由

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
Ｂ
も
ま
た
、
Ａ
と
の
契
約
を
解
除
し
、
Ａ
に
リ
ス
ク
転
嫁
で
き
て
し
か
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。

第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
の
配
分
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
買
主
Ｂ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
問
題
に
帰

着
す
る
。
こ
の
点
で
、
我
が
国
の
近
時
の
多
数
説
は
、
本
稿
序
論
で
述
べ
た
よ
う
に
、
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
を
広
く
買
主
の
負
担
と
す
る
。

た
だ
し
、
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
に
仮
に
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
、

あ
る
い
は
取
戻
し
が
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
Ｂ
の
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
偶
然
滅
失
が
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
も
多
数
説
が
Ｂ

負
担
と
考
え
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
い
う
結
論
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
の
よ
う
に
、
品
質
の
契
約
不
適
合
物
が
引

き
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
約
不
適
合
を
知
ら
な
い
買
主
の
許
で
の
偶
然
滅
失
を
売
主
負
担
と
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
（
40
）

、
第

三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
リ
ス
ク
も
、
売
主
Ａ
の
負
担
と
な
る
。
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
は
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
と
き
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契
約
不
適
合
認
識
前
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受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
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二
一
九

に
も
ま
た
Ｂ
が
Ａ
に
転
嫁
で
き
る
リ
ス
ク
で
あ
り
、
当
該
返
還
不
能
は
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
リ
ス
ク
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
す
れ
ば
、
譲
渡
そ
れ
自
体
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
に
と
ど
ま
り
、
Ｃ
の
許
で
生

じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
意
味
を
持

た
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
も
う
ひ
と
つ
考
え
る
べ
き
点
が
残
る
。
以
上
は
、
旧
三
五
三
条
・
旧
三
五
四
条
と
い
う
、
約
定
解
除

0

0

0

0

の
局
面
に
お
け

る
議
論
に
他
な
ら
な
い
。
確
か
に
両
規
定
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
前
段
に
よ
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
前
稿
で
も

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
の
是
非
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
解
除
権
を
留
保
し
た
当
事
者
は
、
将
来
、
契
約
が
解
除
さ
れ
、

受
領
物
を
返
還
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
受
領
時
よ
り
、
物
を
将
来
の
返
還
に
備
え

て
注
意
深
く
取
り
扱
う
義
務
が
あ
る
と
論
じ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
約
定
解
除
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
に
解
除
可
能
性
の
認
識
（
義

務
）
が
既
に
あ
る
と
解
さ
れ
て
お
り
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
と
は
解
除
権
者
の
置
か
れ
た
状
況
の
理
解
が
異
な
る
。
こ
う
し
た
理
解
を

前
提
と
す
れ
ば
、
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
と
が
、
旧
三
二
七
条
一
文
お
よ
び
旧
四
六
七
条
一
文
に
よ
り
、
そ
の
ま
ま
法
定
解
除
お
よ

び
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
さ
れ
る
こ
と
は
直
ち
に
は
承
認
し
が
た
い
。
法
定
解
除
原
因
あ
る
い
は
瑕
疵
の
認
識
前
の
買
主
は
、
受
領
物
を

自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
信
頼
を
重
視
し
て
譲
渡
そ
れ
自
体
を
免
責
す
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
舞
台
を
瑕
疵
担
保
解
除
の
局
面
に
移
し
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
以
上
と
は
異

な
る
リ
ス
ク
配
分
を
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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四
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　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二
〇

４
　
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
の
不
知
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
と
そ
の
難
点

⑴
　
一
律
免
責
構
成

ア
　
基
本
的
発
想

買
主
Ｂ
が
自
己
の
物
と
信
頼
し
て
い
る
中
で
譲
渡
し
た
こ
と
を
重
視
し
、
加
え
て
〈
受
領
物
に
契
約
不
適
合
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
な
ら
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
〉
と
い
え
る
場
合
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
と
同
様
に
、
返
還
不
能
リ

ス
ク
を
売
主
Ａ
に
配
分
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
。
事
実
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
旧
四
六
七

条
一
文
後
段
の
類
推
適
用
と
い
う
形
、
あ
る
い
は
旧
三
五
四
条
の
要
件
で
あ
る
有
責
な

0

0

0

遅
滞
の
解
釈
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
は
、
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
場
合
に
な
お
瑕
疵
担
保
解
除
を
認
め
、
改
造
に
よ
る
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
売
主
負
担
と
す
る
規
定
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
も
類
推
適
用
で
き
る
か
が
議

論
さ
れ
て
き
た
。
実
は
Ⅲ
章
で
扱
う
債
務
法
改
正
後
に
お
い
て
も
、
右
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
を
引
き
継
い
だ
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文

一
号
を
、
瑕
疵
認
識
前
の
譲
渡
に
類
推
適
用
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
、
自
己
の
物
と
信
じ

て
物
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
同
号
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
（
41
）

。
ま
た
、
レ
ヘ
ル
も
、
加
工
と
譲
渡
と
で
異
な
る
取
扱
い
を

す
る
根
拠
が
な
い
と
し
て
同
じ
く
同
規
定
の
類
推
適
用
を
肯
定
す
る
（
42
）

。

ま
た
、
た
と
え
ば
ヤ
ン
セ
ン
は
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
旧
二
八
五
条
を
引
用
し
て
解
除
権
者
が
遅
滞
に
つ
き
有
責
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
う
え
で
、
こ
こ
で
約
定
解
除
と
法
定
解
除
と
を
区
別
す
る
。
約
定
解
除
権
の
場
合
に
は
、
解
除
権
者
が
目
的
物

を
譲
渡
し
、
適
時
に
取
り
戻
さ
な
い
と
き
に
は
、（
有
責
な
）
遅
滞
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
（
43
）

。
約
定
解
除
の
場
合
、
当
事
者
に
は
潜
在

的
返
還
義
務
が
あ
る
と
の
ド
イ
ツ
に
独
特
な
議
論
の
影
響
を
看
取
で
き
る
。
他
方
、
法
定
解
除
の
場
合
、
ヤ
ン
セ
ン
は
、
法
定
解
除
権
者
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
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（
野
中
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二
二
一

が
当
該
解
除
権
の
要
件
充
足
を
知
り
、
ま
た
は
知
ら
な
け
れ
ば
な
な
ら
な
か
っ
た
時
よ
り
も
前
に

0

0

譲
渡
し
た
と
き
に
は
、
解
除
権
者
は
、

有
責
で
な
い
が
ゆ
え
に
目
的
物
の
返
還
の
遅
滞
に
は
至
り
得
な
い
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
ヤ
ン
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
同
条
の
有
責
な
遅
滞
か
否

か
は
、
約
定
解
除
か
法
定
解
除
か
で
異
な
り
、
後
者
の
場
合
に
法
定
解
除
権
を
認
識
せ
ず
、
か
つ
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
に
過
失
も
な

か
っ
た
法
定
解
除
権
者
は
、
返
還
で
き
ず
と
も
有
責
な
遅
滞
と
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
ヤ
ン
セ
ン
は
、
解
除
権
者
は
譲
渡
に
よ
る
代
償
を

引
き
渡
す
こ
と
で
足
り
る
と
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
イ
ザ
ー
は
、
旧
三
五
一
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
の
有
無
を
論
じ
る
文
脈
で
は
あ
る

も
の
の
、
買
主
が
商
人
で
あ
る
な
ど
、
契
約
に
お
い
て
転
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
を
否
定
し
た
う
え
で
、
旧

二
八
一
条
に
よ
る
代
償
引
渡
し
に
よ
る
清
算
を
指
摘
し
た
（
44
）

。

イ
　
一
律
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
の
難
点

も
っ
と
も
、
前
述
し
た
フ
ー
バ
ー
の
指
摘
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
の
許
に
は
第
三
者
Ｃ

か
ら
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
が
帰
属
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
時
に
買
主
Ｂ
が
解
除
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

譲
渡
に
伴
う
返
還
不
能
リ
ス
ク
全
て
に
つ
き
一
律
に
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
（
45
）

。
転
売
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
譲
渡
目
的
物
に
関
す
る
買
主
Ｂ
自
身
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
、
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た

ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
も
、
買
主
Ｂ
を
一
律
に
免
責
す
る
こ
と
の
不
当
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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償
を

引
き
渡
す
こ
と
で
足
り
る
と
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
カ
イ
ザ
ー
は
、
旧
三
五
一
条
に
よ
る
解
除
権
排
除
の
有
無
を
論
じ
る
文
脈
で
は
あ
る

も
の
の
、
買
主
が
商
人
で
あ
る
な
ど
、
契
約
に
お
い
て
転
売
が
予
定
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、
同
条
の
適
用
を
否
定
し
た
う
え
で
、
旧

二
八
一
条
に
よ
る
代
償
引
渡
し
に
よ
る
清
算
を
指
摘
し
た
（
44
）

。

イ
　
一
律
に
買
主
を
免
責
す
る
こ
と
の
難
点

も
っ
と
も
、
前
述
し
た
フ
ー
バ
ー
の
指
摘
の
と
お
り
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
の
許
に
は
第
三
者
Ｃ

か
ら
支
払
わ
れ
た
売
買
代
金
が
帰
属
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
時
に
買
主
Ｂ
が
解
除
原
因
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、

譲
渡
に
伴
う
返
還
不
能
リ
ス
ク
全
て
に
つ
き
一
律
に
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
（
45
）

。
転
売
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、
譲
渡
目
的
物
に
関
す
る
買
主
Ｂ
自
身
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
、
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
滅
失
し
た

ケ
ー
ス
を
想
定
し
て
も
、
買
主
Ｂ
を
一
律
に
免
責
す
る
こ
と
の
不
当
さ
は
明
ら
か
で
あ
る
。

）
七
四
四
（
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二
二
二

⑵
　
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
構
成

ア
　
問
題
の
所
在

し
か
し
、
買
主
が
転
売
代
金
を
保
持
し
つ
つ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

返
還
不
能
に
つ
き
買
主
を
免
責
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
と
き
、
転
売
代

金
を
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
引
き
渡
す
と
し
て
も
な
お
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
「
過
剰
」
で
あ
ろ
う
か
。

右
⑴
ア
で
見
た
ド
イ
ツ
学
説
も
ま
た
、
買
主
Ｂ
の
免
責
を
代
償
の
引
渡
し
と
セ
ッ
ト
で
論
じ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
（
46
）

。

こ
の
点
で
、
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
買
主
Ｂ
を
免
責
し
、
そ
の
代
わ
り
譲
渡
に
よ
る
代
償
を
売
主
Ａ
に
引
き
渡
す
義
務

を
認
め
る
の
が
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
で
あ
る
。
関
係
す
る
の
は
、
次
の
八
二
条
二
項
ｃ
号
お
よ
び
八
四
条
二
項
ｂ
号
で
あ
る
（
47
）

。

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条

⑴�

　
買
主
は
、
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示

を
す
る
権
利
お
よ
び
代
替
品
の
引
渡
し
を
売
主
に
請
求
す
る
権
利
を
失
う
。

⑵
　
前
項
は
、
次
の
場
合
に
は
適
用
し
な
い
。

⒜�

　
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
ま
た
は
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で
物
品
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
こ
と
が
買
主
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
る
も
の
で
な
い
場
合

⒝
　
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
、
第
三
八
条
に
定
め
る
検
査
に
よ
り
滅
失
し
、
ま
た
は
劣
化
し
た
場
合

⒞�

　
買
主
が
不
適
合
を
発
見
し
、
ま
た
は
発
見
す
べ
き
で
あ
っ
た
時
よ
り
前
に
、
買
主
が
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
通
常
の
営
業
過

程
に
お
い
て
売
却
し
、
ま
た
は
通
常
の
使
用
の
過
程
に
お
い
て
消
費
し
、
若
し
く
は
改
変
し
た
場
合

）
七
四
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
三

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
四
条

⑴�

　
売
主
は
、
代
金
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
代
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
の
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵�

　
買
主
は
、
次
の
場
合
に
は
、
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
か
ら
得
た
す
べ
て
の
利
益
を
売
主
に
対
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜
　
買
主
が
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

⒝�

　
買
主
が
物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で

物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
ま
た
は
売
主
に
代

替
品
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
と
き

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
よ
り
、
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
合
に
の
み
買
主
Ｂ
の
解
除
を
例
外
的
に

認
め
た
う
え
で
、
八
四
条
二
項
ｂ
号
に
よ
り
売
主
Ａ
の
買
主
Ｂ
に
対
す
る
代
償
請
求
を
認
め
る
。「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却
」

と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
も
、
市
場
に
お
け
る
価
額
（
時
価
）
で
の
売
却
を
意
味
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
時
価
で
の
転
売
に
限
っ
て
買

主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
当
該
時
価
相
当
額
の
転
売
代
金
が
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
帰
属
す
る
。

売
主
Ａ
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
に
等
し
い
の
が
通
常
と
な
る
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体

系
の
も
と
で
例
外
的
に
買
主
Ｂ
の
解
除
を
認
め
る
も
の
の
、
例
外
を
認
め
る
ケ
ー
ス
を
限
定
し
、
か
つ
代
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
売
主
Ａ
の
リ
ス
ク
負
担
は
基
本
的
に
生
じ
な
い
。

そ
こ
で
次
な
る
問
題
は
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
付
さ
れ
た
「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
」
と
の
限
定
を
取
り
払

い
、
時
価
以
下
で
廉
売
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
買
主
Ｂ
の
解
除
お
よ
び
価
額
償
還
義
務
の
免
責
を
認
め
、

）
七
四
五
（
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三

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
四
条

⑴�
　
売
主
は
、
代
金
を
返
還
す
る
義
務
を
負
う
場
合
に
は
、
代
金
の
支
払
が
な
さ
れ
た
日
か
ら
の
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑵�
　
買
主
は
、
次
の
場
合
に
は
、
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
か
ら
得
た
す
べ
て
の
利
益
を
売
主
に
対
し
て
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⒜
　
買
主
が
物
品
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

⒝�

　
買
主
が
物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
、
ま
た
は
受
け
取
っ
た
時
と
実
質
的
に
同
等
の
状
態
で

物
品
の
全
部
も
し
く
は
一
部
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
解
除
の
意
思
表
示
を
し
、
ま
た
は
売
主
に
代

替
品
の
引
渡
し
を
請
求
し
た
と
き

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
よ
り
、
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
場
合
に
の
み
買
主
Ｂ
の
解
除
を
例
外
的
に

認
め
た
う
え
で
、
八
四
条
二
項
ｂ
号
に
よ
り
売
主
Ａ
の
買
主
Ｂ
に
対
す
る
代
償
請
求
を
認
め
る
。「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
売
却
」

と
は
何
か
が
問
題
と
な
る
も
、
市
場
に
お
け
る
価
額
（
時
価
）
で
の
売
却
を
意
味
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
時
価
で
の
転
売
に
限
っ
て
買

主
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
当
該
時
価
相
当
額
の
転
売
代
金
が
代
償
と
し
て
売
主
Ａ
に
帰
属
す
る
。

売
主
Ａ
は
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
わ
な
い
に
等
し
い
の
が
通
常
と
な
る
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
は
、
解
除
の
可
否
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
体

系
の
も
と
で
例
外
的
に
買
主
Ｂ
の
解
除
を
認
め
る
も
の
の
、
例
外
を
認
め
る
ケ
ー
ス
を
限
定
し
、
か
つ
代
償
請
求
を
認
め
る
こ
と
で
、
結

果
と
し
て
売
主
Ａ
の
リ
ス
ク
負
担
は
基
本
的
に
生
じ
な
い
。

そ
こ
で
次
な
る
問
題
は
、
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
八
二
条
二
項
ｃ
号
に
付
さ
れ
た
「
通
常
の
営
業
過
程
に
お
け
る
」
と
の
限
定
を
取
り
払

い
、
時
価
以
下
で
廉
売
さ
れ
た
場
合
あ
る
い
は
贈
与
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
買
主
Ｂ
の
解
除
お
よ
び
価
額
償
還
義
務
の
免
責
を
認
め
、

）
七
四
五
（
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二
二
四

Ｂ
に
代
償
の
引
渡
義
務
の
み
を
課
す
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
契
約
不
適
合
解
除
の
ケ
ー
ス
を
考
え
れ
ば
、
Ａ
に
は
義
務
違
反
が
あ
り
、
他

方
で
Ｂ
は
自
己
の
物
と
信
じ
て
い
る
中
で
の
判
断
で
あ
る
以
上
、
廉
売
や
贈
与
の
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
よ
る
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ

の
負
担
と
す
る
こ
と
も
選
択
肢
と
し
て
あ
り
得
る
。

こ
の
点
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
（
代
償
）
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
（
48
）

で
は
本
構
成
の
登
場
余
地
が
な
い
。
そ
こ
で
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が

残
る
ケ
ー
ス
、
具
体
的
に
は
、
①
Ｃ
の
許
で
滅
失
等
し
た
場
合
の
う
ち
最
終
的
に
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
ケ
ー
ス
と
、
②
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が

維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
に
お
い
て
、「
買
主
Ｂ
の
免
責
＋
代
償
引
渡
」
構
成
を
部
分
的
に
採
用
す
る
こ
と
の
是
非
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
。
順
に
見
て
い
こ
う
。

イ
　
契
約
間
に
お
け
る
譲
渡
価
額
の
差
額
リ
ス
ク
の
負
担

①
　
Ｃ
の
許
で
滅
失
等
し
た
場
合
の
う
ち
最
終
的
に
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
ケ
ー
ス

こ
の
場
合
に
Ｃ
が
Ｂ
Ｃ
間
契
約
を
解
除
す
れ
ば
、
Ｃ
は
Ｂ
に
対
し
て
価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
こ
こ
で
償
還
す
べ
き
価
額
は
、
客
観
的

価
値
と
は
限
ら
な
い
。
近
年
、
対
価
の
出
捐
に
よ
り
自
己
の
物
に
な
っ
た
こ
と
を
信
頼
し
た
Ｃ
を
保
護
す
べ
く
、
対
価
額
を
基
本
と
し
た

償
還
が
志
向
さ
れ
る
（
49
）

。
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
場
合
、
Ｂ
Ｃ
間
の
対
価
額
を
限
度
と
し
た
価
額
償
還
が
な
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
対
価
額
と
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
対
価
額
と
が
一
致
し
な
い
場
合
、「
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
」
構
成
に
よ

る
な
ら
ば
、
当
該
差
額
リ
ス
ク
を
Ａ
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
。
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
「
買
主
免
責
＋
代
償
引
渡
」

構
成
を
採
用
す
る
こ
と
の
是
非
は
、
Ｂ
が
し
た
譲
渡
の
条
件
に
Ａ
を
拘
束
し
て
良
い
か
ど
う
か
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
対

価
額
と
Ｂ
Ｃ
間
契
約
の
対
価
額
と
の
差
額
を
Ａ
と
Ｂ
の
ど
ち
ら
に
負
担
さ
せ
る
べ
き
か
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

）
七
四
四
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契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
五

こ
の
点
確
か
に
、
買
主
Ｂ
が
有
す
る
自
己
の
物
と
の
信
頼
は
、
売
主
Ａ
に
対
し
て
負
う
対
価
の
出
捐
を
前
提
に
し
て
保
護
さ
れ
る
と
の
、

近
時
我
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
論
理
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
当
該
出
捐
を
決
め
た
契
約
時
に
契

約
不
適
合
を
知
ら
ず
、
仮
に
当
該
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
契
約
を
せ
ず
、
譲
渡
も
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
や
は

り
当
該
契
約
時
の
決
定
お
よ
び
譲
渡
を
重
視
し
て
買
主
負
担
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

も
っ
と
も
、
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
に
と
っ
て
こ
の
契
約
に
よ
る
損
失
は
な
く
、
Ｂ
が
Ａ
と
の
間
の
契
約

を
解
消
す
る
意
味
は
存
し
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
債
務
法
改
正
前
の
グ
ラ
ス
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
が
Ｃ
の
瑕
疵
担
保
解
除
の

結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
り
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
を
Ｃ
に
返
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
に
限
っ
て
、

Ｂ
は
Ａ
と
の
間
の
契
約
を
瑕
疵
担
保
解
除
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
の
請
求
を
受
け
な
い
と
き
に
は
、
Ｂ
が
Ａ

に
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
、
と
論
じ
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
（
50
）

。
Ｂ
が
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
て
差
額
を
Ａ

に
負
わ
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
解
除
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
し
た
譲
渡
の
条
件
を
事
後
的
に
Ａ
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
買
主
Ｂ
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
本
来
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
に
負
わ
せ
る
危
険
、
す
な
わ
ち
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
責
任
を
負
う
べ
き
不

都
合
な
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
正
当
化
根
拠
も
な
く
Ａ
に
移
転
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（
51
）

。
フ
ー
バ
ー
の
い
う
「
過

剰
」
さ
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

受
領
物
を
自
ら
取
得
し
た
対
価
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
転
売
し
た
り
、
あ
る
い
は
贈
与
す
る
行
為
は
、（
結
果
と
し
て
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す

る
目
下
検
討
中
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
）
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
行
為
と
も
い
い
得
る
。
Ｂ
は
、
譲
渡
に
よ
り
差

額
分
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
を
当
然
認
識
し
、
そ
の
損
失
を
覚
悟
の
う
え
で
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
物
の

）
七
四
四
（
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こ
の
点
確
か
に
、
買
主
Ｂ
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有
す
る
自
己
の
物
と
の
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頼
は
、
売
主
Ａ
に
対
し
て
負
う
対
価
の
出
捐
を
前
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に
し
て
保
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さ
れ
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と
の
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指
摘
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。
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適
合
を
知
ら
ず
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合
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、
Ｂ
に
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っ
て
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契
約
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よ
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損
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は
な
く
、
Ｂ
が
Ａ
と
の
間
の
契
約

を
解
消
す
る
意
味
は
存
し
な
い
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
債
務
法
改
正
前
の
グ
ラ
ス
の
指
摘
、
す
な
わ
ち
、
Ｂ
が
Ｃ
の
瑕
疵
担
保
解
除
の

結
果
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
よ
り
受
領
済
み
の
代
金
相
当
額
を
Ｃ
に
返
還
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
に
限
っ
て
、

Ｂ
は
Ａ
と
の
間
の
契
約
を
瑕
疵
担
保
解
除
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
が
Ｃ
か
ら
瑕
疵
担
保
解
除
の
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求
を
受
け
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と
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に
は
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が
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に
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
な
い
、
と
論
じ
て
い
た
の
が
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目
さ
れ
る
（
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。
Ｂ
が
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
て
差
額
を
Ａ

に
負
わ
せ
ら
れ
る
と
な
れ
ば
、
解
除
を
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る
こ
と
に
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り
、
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し
た
譲
渡
の
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件
を
事
後
的
に
Ａ
に
転
嫁
す
る
こ
と
が
で
き
て
し

ま
う
こ
と
に
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ろ
う
。
債
務
法
改
正
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
買
主
Ｂ
の
価
額
償
還
義
務
を
否
定

す
る
こ
と
は
、
譲
渡
人
Ｂ
が
本
来
負
う
べ
き
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
に
負
わ
せ
る
危
険
、
す
な
わ
ち
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
責
任
を
負
う
べ
き
不

都
合
な
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
正
当
化
根
拠
も
な
く
Ａ
に
移
転
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
と
説
く
も
の
も
あ
る
（
51
）

。
フ
ー
バ
ー
の
い
う
「
過

剰
」
さ
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

受
領
物
を
自
ら
取
得
し
た
対
価
額
よ
り
も
低
い
価
額
で
転
売
し
た
り
、
あ
る
い
は
贈
与
す
る
行
為
は
、（
結
果
と
し
て
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す

る
目
下
検
討
中
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
）
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
し
た
行
為
と
も
い
い
得
る
。
Ｂ
は
、
譲
渡
に
よ
り
差

額
分
の
損
失
が
生
じ
る
こ
と
を
当
然
認
識
し
、
そ
の
損
失
を
覚
悟
の
う
え
で
、
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
を
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
そ
の
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契
約
不
適
合
が
発
見
さ
れ
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
解
除
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
こ
で
は
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
こ
の
局
面
で
の
Ｂ
に
よ
る
Ａ
Ｂ

間
契
約
の
解
除
は
、
契
約
不
適
合
ゆ
え
に
不
釣
り
合
い
と
な
っ
た
代
金
分
を
Ａ
Ｂ
間
で
清
算
す
る
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

②
　
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
の
ケ
ー
ス

こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
Ｂ
が
Ａ
に
原
物
返
還
不
能
な
ケ
ー
ス
で
も
同
様
に
妥
当
す
る
。
契
約
不
適

合
物
が
Ｂ
か
ら
Ｃ
に
引
き
渡
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
Ｃ
の
解
除
権
が
消
滅
し
て
い
た
り
、
第
三
者
Ｃ
が
解
除
で
は
な
く
代
金

減
額
を
選
択
し
た
場
合
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。

こ
う
し
て
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｂ
は
目
的
物
を
取
り
戻
せ
ず
に
い
る
。
こ
の
場
合
、
譲
渡
人
で
あ
る
買
主

Ｂ
は
、
契
約
不
適
合
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
譲
渡
の
目
的
は
達
成
で
き
て
お
り
、
買
主
が
解
除
を
す
る
こ
と
自
体
、
本
来
は
不
要
な
状
況
に

あ
る
（
右
①
で
見
た
グ
ラ
ス
の
指
摘
も
参
照
）。
こ
れ
を
〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
か
〉
と
い
う
観
点
で

見
れ
ば
、
譲
渡
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
以
上
、
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
て
も
譲
渡
し
た
と
評
し
う
る
状
況
に
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か

ら
に
は
、
Ｂ
に
よ
る
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
解
除
を
認
め
る
に
し
て
も
、
契
約
不
適
合
物
を
Ａ
に
返
還
で
き
な
い
リ
ス
ク
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と

Ｂ
Ｃ
間
契
約
と
の
差
額
リ
ス
ク
も
、
買
主
Ｂ
の
負
担
と
す
べ
き
で
あ
る
（
こ
れ
に
対
し
、
契
約
不
適
合
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
減
価
分
が
Ａ
の
負

担
と
な
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
）。
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
で
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ

と
は
、
ま
さ
に
「
過
剰
」
で
あ
る
。
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二
七

ウ
　
結
　
論

以
上
の
と
お
り
、
受
領
物
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
、

そ
の
代
わ
り
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
採
用
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
は
機
能
し
な

い
ほ
か
、
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
ケ
ー
ス
や
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と
Ｂ
Ｃ
間
契

約
と
で
の
対
価
額
の
差
額
は
Ｂ
こ
そ
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
点
に
存
す
る
。
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
、
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買
主
Ｂ
を
免
責
し
て
は
な
ら
ず
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不

能
原
因
へ
の
着
目
が
必
要
で
あ
る
。

５
　
小
　
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
辿
っ
た
と
き
、
両
条
は

相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
四
条
の
論
理
と
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に

つ
い
て
も
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
三
条
の
論
理
が
競
合
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
論

理
的
に
は
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
、
言
い
換
え
れ
ば
旧
三
五
三
条
の
存
在
意
義
が

問
わ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
広
く
解
す
れ
ば
、
売
主
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
三
者
Ｃ
の
許
で

滅
失
等
し
た
場
合
に
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
至
る
と
い
う
、
耐
え
が
た
い
結
論
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、
返
還
不
能
の
原
因
が
第
三
者
の
許

）
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以
上
の
と
お
り
、
受
領
物
譲
渡
に
あ
た
り
Ｂ
が
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約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
Ｂ
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
免
責
し
、

そ
の
代
わ
り
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
採
用
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
Ｂ
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
で
は
機
能
し
な

い
ほ
か
、
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
ケ
ー
ス
や
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
と
Ｂ
Ｃ
間
契

約
と
で
の
対
価
額
の
差
額
は
Ｂ
こ
そ
が
負
担
す
べ
き
と
い
う
点
に
存
す
る
。
契
約
不
適
合
（
瑕
疵
）
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
ケ
ー
ス
で

あ
っ
て
も
、
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買
主
Ｂ
を
免
責
し
て
は
な
ら
ず
、
前
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
譲
渡
後
の
具
体
的
な
返
還
不

能
原
因
へ
の
着
目
が
必
要
で
あ
る
。

５
　
小
　
括

こ
こ
ま
で
の
検
討
結
果
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
民
法
の
旧
三
五
三
条
と
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
辿
っ
た
と
き
、
両
条
は

相
互
に
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
ず
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
は
、
こ
れ
を
取
り
戻
せ
な
い
限
り
返

還
不
能
リ
ス
ク
を
負
担
す
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
四
条
の
論
理
と
、〈
自
ら
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
の
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
等
に

つ
い
て
も
、
買
主
自
身
の
許
で
生
じ
た
の
と
同
様
に
扱
う
べ
き
〉
と
の
旧
三
五
三
条
の
論
理
が
競
合
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
法
理
は
、
論

理
的
に
は
前
者
が
後
者
を
包
摂
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
旧
三
五
四
条
の
適
用
範
囲
、
言
い
換
え
れ
ば
旧
三
五
三
条
の
存
在
意
義
が

問
わ
れ
た
。

こ
こ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
に
よ
る
リ
ス
ク
配
分
を
広
く
解
す
れ
ば
、
売
主
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
第
三
者
Ｃ
の
許
で

滅
失
等
し
た
場
合
に
も
買
主
Ｂ
の
負
担
に
至
る
と
い
う
、
耐
え
が
た
い
結
論
に
至
る
。
こ
の
こ
と
は
、
返
還
不
能
の
原
因
が
第
三
者
の
許

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
二
八

で
の
滅
失
等
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
具
体
的
な
返
還
不
能
原
因
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
意
味
し
、
旧
三
五
四
条
（
取
戻
し
の
可
否
に
よ
る
リ

ス
ク
配
分
）
を
譲
渡
後
の
返
還
不
能
ケ
ー
ス
全
て
に
妥
当
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
旧
三
五
四
条
と
旧
三
五
三
条
の
適
用
場
面
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
が
、
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し

た
場
合
の
リ
ス
ク
配
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
、
旧
三
五
三
条
に
よ
り
解
除
権
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
と
も
、
旧
三
五
四
条
が
適
用

さ
れ
る
な
ら
ば
、
結
果
と
し
て
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
学
説
は
、
こ

こ
で
旧
三
五
四
条
を
持
ち
出
さ
ず
、
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
し
た
。
物
理
的
返
還
不
能
で
は
旧
三
五
三
条
を
、
譲
渡
契
約
が
維
持
さ

れ
て
い
る
等
の
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
で
は
旧
三
五
四
条
を
、
そ
れ
ぞ
れ
適
用
す
る
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
後
者
で
は
返

還
不
能
リ
ス
ク
が
一
律
に
買
主
の
負
担
と
な
る
も
の
の
、
前
者
で
は
〈
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な

ら
ば
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
リ
ス
ク
配
分
は
、
瑕
疵
担
保
解
除
の
場
合
、
す
な
わ
ち
買
主
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に
も
等
し
く
妥

当
す
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
重
視
し
て
買
主
Ｂ
を
免
責
す
る
な
ら
ば
、
第
三
者
の

責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
り
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
す
ら
も
売
主
Ａ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
い
妥
当
で
な
い
。
ま
た
、
こ
こ
で
仮
に
、
買
主

Ｂ
の
免
責
の
代
わ
り
に
売
主
Ａ
の
代
償
請
求
権
を
肯
定
し
よ
う
と
も
、
様
々
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
れ
ば
、
こ
れ
も
適
切
な
リ
ス
ク
配
分
と

は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
リ
ス
ク
配
分
は
、
売
主
Ａ
が
買
主
Ｂ
の
し
た
譲
渡
条
件
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
Ｂ

が
Ａ
Ｂ
間
契
約
よ
り
も
高
額
で
Ｃ
に
譲
渡
し
て
い
た
場
合
に
は
Ｂ
は
Ａ
と
の
契
約
を
解
消
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
（
52
）

、
こ
れ
は
結
局
の
と
こ

ろ
、
買
主
Ｂ
が
事
後
的
に
望
ま
な
く
な
っ
た
契
約
を
売
主
Ａ
に
リ
ス
ク
転
嫁
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
検
討
に
よ
り
、
た
と
え
譲
渡
に
あ
た
り
瑕
疵
を
知
ら
ず
、
瑕
疵
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、
譲
渡
に
よ
り

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
二
九

生
じ
る
リ
ス
ク
全
て
か
ら
免
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
あ
く
ま
で
返
還
不
能
原
因
に
着
目
し
た
リ
ス
ク
配
分
が
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
価

１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

以
上
の
分
析
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
法
に
お
け
る
新
解
除
効
果
規
定
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
。
解
除

の
効
果
を
規
定
す
る
改
正
三
四
六
条
（
53
）

は
、
そ
の
一
項
で
受
領
し
た
給
付
の
返
還
を
義
務
づ
け
つ
つ
も
、
二
項
一
文
で
は
、「
債
務
者
が
受

領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き
」（
同
文
二
号
）
に
は
、
給
付
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償

還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
文
柱
書
）
と
す
る
。
三
項
一
文
一
号
に
は
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
同
号
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
同
様
、
瑕
疵
が
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
例
外
を
規
定
す
る
（
54
）

。

し
た
が
っ
て
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
同
条
二
項
一
文
二
号
に
該
当
し
、
解
除
後
の
買
主
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
わ
る

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
考
慮
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
な
お
か
つ
、
返
還
不

能
の
原
因
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
に
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
加
味
す
る
手
が
か
り
と
な
る
規
定
が
存
在
し
な
い
（
55
）

。

し
か
し
、
本
稿
で
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
譲
渡
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
根
拠
は
な
い
。
と
り
わ
け
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
法
定
解
除
権
者
（
買
主
）
の
許

で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
に
つ
い
て
法
定
解
除
権
者
を
免
責
し
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
負
担
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
す
ら
も
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
が
否
め
な
い
。

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
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前
の
受
領
物
の
譲
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と
解
除
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野
中
）

二
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リ
ス
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全
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責
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い
。
あ
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で
返
還
不
能
原
因
に
着
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し
た
リ
ス
ク
配
分
が
さ
れ
る
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き
こ
と
と
な
る
。

Ⅲ
　
二
〇
〇
二
年
ド
イ
ツ
新
解
除
効
果
規
定
の
評
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１
　
条
文
の
素
直
な
解
釈
と
帰
結
の
不
当
さ

以
上
の
分
析
を
前
提
と
し
た
と
き
、
二
〇
〇
二
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の
債
務
法
現
代
化
法
に
お
け
る
新
解
除
効
果
規
定
は
い
か
に
評
価
さ
れ
る
か
。
解
除

の
効
果
を
規
定
す
る
改
正
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四
六
条
（
53
）

は
、
そ
の
一
項
で
受
領
し
た
給
付
の
返
還
を
義
務
づ
け
つ
つ
も
、
二
項
一
文
で
は
、「
債
務
者
が
受

領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き
」（
同
文
二
号
）
に
は
、
給
付
の
返
還
に
代
わ
る
価
額
償

還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
同
文
柱
書
）
と
す
る
。
三
項
一
文
一
号
に
は
価
額
償
還
義
務
が
消
滅
す
る
場
合
が
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の

の
、
同
号
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
と
同
様
、
瑕
疵
が
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
つ
い
て
の
み
例
外
を
規
定
す
る
（
54
）

。

し
た
が
っ
て
、
買
主
Ｂ
が
受
領
物
を
譲
渡
し
た
場
合
に
は
同
条
二
項
一
文
二
号
に
該
当
し
、
解
除
後
の
買
主
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
わ
る

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
考
慮
す
る
規
定
は
存
在
せ
ず
、
な
お
か
つ
、
返
還
不

能
の
原
因
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
に
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
加
味
す
る
手
が
か
り
と
な
る
規
定
が
存
在
し
な
い
（
55
）

。

し
か
し
、
本
稿
で
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
解
除
権
を
有
す
る
こ
と
を
知
っ
て
し
た
譲
渡
は
格
別
、
そ
う
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
返
還

不
能
リ
ス
ク
の
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負
わ
せ
る
根
拠
は
な
い
。
と
り
わ
け
改
正
三
四
六
条
三
項
一
文
三
号
が
法
定
解
除
権
者
（
買
主
）
の
許

で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
に
つ
い
て
法
定
解
除
権
者
を
免
責
し
、
解
除
の
相
手
方
で
あ
る
売
主
負
担
と
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、

譲
渡
先
の
第
三
者
Ｃ
の
許
で
偶
然
滅
失
等
し
た
場
合
の
リ
ス
ク
す
ら
も
Ａ
Ｂ
間
で
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
と
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
さ
が
否
め
な
い
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
〇

２
　
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
へ
の
接
近

も
っ
と
も
、
改
正
後
の
学
説
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
解
釈
に
よ
る
改
正
前
の
議
論
・
帰
結
へ
の
接
近
が
窺
え
る
。
ま
ず
、

三
四
六
条
二0

項0

一
文
二
号
で
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
価
額
償
還
義
務
が
生
じ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
債
務
法
改
正
直
後

の
段
階
か
ら
、
返
還
債
務
者
Ｂ
が
第
三
者
Ｃ
よ
り
受
領
物
を
取
り
戻
し
て
返
還
で
き
な
い
場
合
に
限
っ
て
同
号
の
該
当
を
認
め
る
と
い
っ

た
形
で
、「
譲
渡
」
を
縮
小
解
釈
す
る
見
解
が
広
く
支
持
さ
れ
て
い
る
（
56
）

。
こ
の
点
は
、
ロ
ー
マ
普
通
法
以
来
の
リ
ス
ク
配
分
（
Ⅱ
章
１
節
⑴

参
照
）
を
引
き
継
ぐ
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
加
工
・
改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
関
す
る
三
四
六
条
三0

項0

一
文
一0

号0

で
は
、
譲
渡
の
場
合
に
こ
れ
を
類
推
適

用
す
る
先
述
（
Ⅱ
章
４
節
⑴
ア
）
の
見
解
の
ほ
か
、
こ
れ
を
譲
渡
に
類
推
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
つ
つ
も
（
57
）

、
第0

三0

者
の
許
で
の

0

0

0

0

0

加
工
・

改
造
の
際
に
瑕
疵
が
初
め
て
現
れ
た
場
合
に
も
適
用
に
な
る
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
（
58
）

。
こ
の
帰
結
も
、
改
正

前
に
お
け
る
と
同
様
と
い
え
る
（
59
）

。

さ
ら
に
、
改
正
三
四
六
条
三0

項0

一
文
三0

号0

で
は
、
旧
三
五
〇
条
を
一
部
修
正
し
、
法
定
解
除
の
場
合
に
限
っ
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の

事
務
に
お
け
る
と
同
一
の
注
意
を
尽
く
し
つ
つ
も
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

滅
失
・
損
傷
に
つ
い
て
、
例
外
的
に
価
額
償
還
義
務
を
消
滅

さ
せ
る
。
こ
れ
も
文
言
ど
お
り
に
解
せ
ば
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
も
の
の
、
い
く
つ
か
の

学
説
は
こ
の
場
合
も
想
定
し
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
も
同
号
の
適
用
を
認
め
る
（
60
）

。
こ
れ
は
、
改
正
前
の
ド
イ
ツ
学
説
が
、
第

三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
が
偶
然
に
よ
る
も
の
な
ら
ば
（
旧
三
五
〇
条
に
よ
り
）
売
主
Ａ
の
負
担
と
し
て
い
た
こ
と
（
Ⅱ
章
３
節
⑴

ア
を
参
照
）
に
対
応
す
る
。

改
正
三
四
六
条
は
、
そ
の
文
言
だ
け
か
ら
は
、
一
見
す
る
と
譲
渡
そ
れ
自
体
に
重
き
を
置
き
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
買
主
Ｂ
に
負

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
一

担
さ
せ
る
ル
ー
ル
に
映
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
に
よ
る
解
釈
（
二
項
一
文
二
号
の
「
譲
渡
」
の
縮
小
解
釈
、
三
項
一
文
一
号
お
よ
び
三

号
の
拡
張
解
釈
）
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
実
は
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
三
条
、
さ
ら
に
は
旧
四
六
七
条
一
文
の
も
と
で
発
展
し
て

き
た
議
論
と
同
様
の
リ
ス
ク
配
分
を
実
現
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
今
一
度
改
正
三
四
六
条
を
俯
瞰
し
た
と
き
、
同
規
定
の
透
明
性
を
損
な
う
一
番
の
要
因
は
、
三
四
六
条
二
項
一
文
柱
書
が
、
単

に
「
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
」
と
規
定
し
て
お
り
、「
返
還
不
能
の
原
因
が
次
の
各
号
の
事
由
に
あ
る
場
合
に
は
」
と
は
規
定

し
て
い
な
い
点
に
あ
る
（
61
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
直
接
の
返
還
不
能
事
由
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
各
号
記
載
の
事
由
に
該
当
す
れ
ば
直
ち
に
返
還

債
務
者
の
リ
ス
ク
で
価
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
映
る
の
で
あ
る
（
62
）

。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
譲
渡
に
過

度
に
捉
わ
れ
ず
、
具
体
的
な
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
63
）

。

Ⅳ
　
結
　
論

本
稿
で
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
Ⅱ
章
５
節
の
小
括
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
か
ら
離
れ
、
リ
ス
ク
配
分

法
理
の
純
粋
な
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
あ
る
べ
き
リ
ス
ク
配
分
を
論
じ
よ
う
（
後
掲
の
表
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
）。

ま
ず
、
表
の
〈
構
成
１
〉
の
よ
う
に
、
契
約
不
適
合
認
識
前0

の
譲
渡
（
64
）

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
で
あ
る
買

主
Ｂ
の
負
担
と
し
、
買
主
Ｂ
に
常
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
品
質
の
契
約
不
適
合

（
瑕
疵
）
ゆ
え
に
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
Ａ
の
説
明
義
務
違
反
に
よ
り
結
果
と
し
て
Ｃ
が
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
ケ
ー
ス

す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
Ⅰ
章
１
節
参
照
（
65
））。

そ
れ
で
は
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
譲
渡
は
、
そ
の

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
一

担
さ
せ
る
ル
ー
ル
に
映
る
も
の
の
、
以
上
の
よ
う
な
学
説
に
よ
る
解
釈
（
二
項
一
文
二
号
の
「
譲
渡
」
の
縮
小
解
釈
、
三
項
一
文
一
号
お
よ
び
三

号
の
拡
張
解
釈
）
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
実
は
、
旧
三
五
一
条
お
よ
び
旧
三
五
三
条
、
さ
ら
に
は
旧
四
六
七
条
一
文
の
も
と
で
発
展
し
て

き
た
議
論
と
同
様
の
リ
ス
ク
配
分
を
実
現
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
今
一
度
改
正
三
四
六
条
を
俯
瞰
し
た
と
き
、
同
規
定
の
透
明
性
を
損
な
う
一
番
の
要
因
は
、
三
四
六
条
二
項
一
文
柱
書
が
、
単

に
「
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
」
と
規
定
し
て
お
り
、「
返
還
不
能
の
原
因
が
次
の
各
号
の
事
由
に
あ
る
場
合
に
は
」
と
は
規
定

し
て
い
な
い
点
に
あ
る
（
61
）

。
こ
れ
に
よ
り
、
直
接
の
返
還
不
能
事
由
と
は
切
り
離
さ
れ
て
、
各
号
記
載
の
事
由
に
該
当
す
れ
ば
直
ち
に
返
還

債
務
者
の
リ
ス
ク
で
価
額
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
映
る
の
で
あ
る
（
62
）

。
こ
の
こ
と
は
、
我
が
国
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
譲
渡
に
過

度
に
捉
わ
れ
ず
、
具
体
的
な
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
63
）

。

Ⅳ
　
結
　
論

本
稿
で
得
ら
れ
た
成
果
を
ま
と
め
て
い
き
た
い
。
こ
こ
で
は
Ⅱ
章
５
節
の
小
括
と
は
異
な
り
、
ド
イ
ツ
民
法
か
ら
離
れ
、
リ
ス
ク
配
分

法
理
の
純
粋
な
比
較
検
討
を
す
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
の
あ
る
べ
き
リ
ス
ク
配
分
を
論
じ
よ
う
（
後
掲
の
表
を
適
宜
参
照
さ
れ
た
い
）。

ま
ず
、
表
の
〈
構
成
１
〉
の
よ
う
に
、
契
約
不
適
合
認
識
前0

の
譲
渡
（
64
）

そ
れ
自
体
に
よ
り
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
全
て
を
譲
渡
人
で
あ
る
買

主
Ｂ
の
負
担
と
し
、
買
主
Ｂ
に
常
に
価
額
償
還
義
務
を
課
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
目
的
物
が
第
三
者
Ｃ
の
許
で
品
質
の
契
約
不
適
合

（
瑕
疵
）
ゆ
え
に
滅
失
し
た
ケ
ー
ス
、
あ
る
い
は
Ａ
の
説
明
義
務
違
反
に
よ
り
結
果
と
し
て
Ｃ
が
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
ケ
ー
ス

す
ら
も
買
主
Ｂ
の
負
担
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
（
Ⅰ
章
１
節
参
照
（
65
））。

そ
れ
で
は
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
ず
に
し
た
譲
渡
は
、
そ
の

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
二

後
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
。

こ
の
点
、
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
い
買
主
は
、
そ
の
物
を
自
己
の
物
と
信
じ
、
何
ら
の
注
意
義
務
も
観
念
で
き
な
い
状
態
で
当
該
受
領

物
を
譲
渡
す
る
。
原
状
回
復
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
自
己
の
物
と
の
信
頼
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
買
主
Ｂ
は
免
責
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
〈
構
成
２
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
第
三
者
の
許
で
の
目
的
物
の
滅
失
に
つ
き
Ｂ
が
有
責
で
あ
る
場
合

（
Ｂ
の
説
明
義
務
違
反
な
ど
）
を
想
定
し
た
と
き
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
滅
失
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ｂ
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
う
ま
く
説

明
で
き
な
い
（
Ⅱ
章
４
節
⑴
イ
参
照
）。
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
本
ケ
ー
ス
で
は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
以
上
、（
Ｂ

の
免
責
と
引
き
換
え
に
）
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
て
も
妥
当
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て

い
る
場
合
お
よ
び
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
事
由
に
よ
り
滅
失
等
し
た
場
合
に
は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
る
た
め
、
Ｂ
の
返

還
不
能
リ
ス
ク
に
つ
き
Ｂ
を
免
責
し
た
う
え
で
、
Ａ
の
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
の
採
用
可
能
性
が
残
る
。
し
か
し
、
こ
の
リ
ス
ク
配
分

は
、
売
主
Ａ
が
買
主
Ｂ
の
決
定
し
た
譲
渡
条
件
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｃ
間
売
買
が
時
価
で
の
売
却
で
あ
っ
た
場

合
は
と
も
か
く
、
廉
売
あ
る
い
は
贈
与
で
あ
っ
た
場
合
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
構
成
を
採
用
す
れ
ば
、
Ａ
Ｂ
間
の
売
却
価
額
と

の
差
額
を
Ａ
自
身
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
る
（
Ｂ
が
Ａ
Ｂ
間
契
約
よ
り
も
高
額
で
Ｃ
に
譲
渡
し
た
場
合
、
Ｂ
は
通
常
、
Ａ
と
の
契
約
を
解
除
し
な
い

で
あ
ろ
う
（
66
））。

本
稿
で
は
、
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
お
よ
び
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
事
由
に
よ
り
滅
失
等
し
た
場

合
に
お
い
て
、
こ
の
結
論
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
結
論
に
達
し
た
（
Ⅱ
章
４
節
⑵
参
照
）。
こ
の
場
合
に
Ｂ
の
解
除
を
認
め

た
う
え
で
差
額
リ
ス
ク
を
Ａ
負
担
と
す
る
な
ら
ば
、
譲
渡
を
し
た
Ｂ
が
負
う
べ
き
と
こ
ろ
の
取
引
の
経
済
的
結
果
を
、
根
拠
な
く
売
主
に

転
嫁
す
る
こ
と
を
認
め
る
に
至
る
。
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
、
あ
る
い
は
Ｂ
Ｃ
間
で
Ｃ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
場
合
、
本
来
Ｂ
に

は
、
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
実
質
的
意
味
が
な
い
。
ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
が
通
常
の
営
業
過
程
で
の
売
却
に
限
り
Ｂ
を
免
責
し
、
Ａ
の

）
七
四
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
三

【契約不適合認識前の譲渡による返還不能リスクの配分法理比較表】

構

成
リスク配分法理 法律構成や採用例 難　点

1

譲渡により直ちに、Ｂの解除権を消

滅させ、あるいはＢに価額償還義務

を課す

∵�譲渡は自己の物としての自由な行

為であり、後の解除あるいは解除

によるリスク転嫁と矛盾する行為

である

BGB 旧351条の「有責（過失）」

の拡張解釈

Ｂの譲渡＝「返還することがで

きないとき」（日本民法旧548条

1項）

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�取戻可能な場合に解除を否

定したり、買主負担とする

必要なし

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

2

譲渡にあたり契約不適合（瑕疵）を

知らなかったことを理由に、返還不

能リスクにつきＢを免責

＋ＡのＢに対する代償請求を肯定

CISG が「通常の営業過程によ

る売却」の場合に限り採用

BGB 旧467条1文後段・BGB346

条3項1文1号の類推適用

BGB 旧354条の〈有責な遅滞〉

の否定

・�Ｂの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＢ負担とな

ることを説明できない

・�ＢＣ間契約維持のケースや

Ｃの有責な返還不能ケース

においても、ＡＢ間契約と

ＢＣ間契約とにおける対価

差額をＡ負担とする根拠に

乏しい（代償請求構成の不

適切さ）

3

取戻しの可否によるリスク配分

∵�自らの意思で譲渡した以上、取戻

しができないことでの返還不能リ

スクを、（解除権の消滅あるいは

価額償還義務の負担という形で）

自ら負うべき

第四草案・第四草案

BGB旧354条の立法趣旨

Ulrich�Huber など

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

4

返還不能原因に着目したリスク配分

❶社会通念上の返還不能

　ＢＣ間契約が維持されているがゆ

えの返還不能はＢの負担

❷物理的返還不能

　Ｂによる譲渡は、ＡＢ間でのＢの

リスク負担範囲を主観的に拡張

　�→�Ｃの許で生じた返還不能が、仮

にＢの許で生じたならば、ＡＢ

間においてどちらの負担であっ

たかを基準に判断

❶BGB旧354条の適用領域？

❷BGB旧353条の立法趣旨

※Ｂが、Ａから引き渡された契約目的物を、その契約不適合に気づかぬままＣに譲渡した場合を想定）
七
四
五
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
三

【契約不適合認識前の譲渡による返還不能リスクの配分法理比較表】

構

成
リスク配分法理 法律構成や採用例 難　点

1

譲渡により直ちに、Ｂの解除権を消

滅させ、あるいはＢに価額償還義務

を課す

∵�譲渡は自己の物としての自由な行

為であり、後の解除あるいは解除

によるリスク転嫁と矛盾する行為

である

BGB 旧351条の「有責（過失）」

の拡張解釈

Ｂの譲渡＝「返還することがで

きないとき」（日本民法旧548条

1項）

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�取戻可能な場合に解除を否

定したり、買主負担とする

必要なし

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

2

譲渡にあたり契約不適合（瑕疵）を

知らなかったことを理由に、返還不

能リスクにつきＢを免責

＋ＡのＢに対する代償請求を肯定

CISG が「通常の営業過程によ

る売却」の場合に限り採用

BGB 旧467条1文後段・BGB346

条3項1文1号の類推適用

BGB 旧354条の〈有責な遅滞〉

の否定

・�Ｂの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＢ負担とな

ることを説明できない

・�ＢＣ間契約維持のケースや

Ｃの有責な返還不能ケース

においても、ＡＢ間契約と

ＢＣ間契約とにおける対価

差額をＡ負担とする根拠に

乏しい（代償請求構成の不

適切さ）

3

取戻しの可否によるリスク配分

∵�自らの意思で譲渡した以上、取戻

しができないことでの返還不能リ

スクを、（解除権の消滅あるいは

価額償還義務の負担という形で）

自ら負うべき

第四草案・第四草案

BGB旧354条の立法趣旨

Ulrich�Huber など

・�Ａの責めに帰すべき事由に

よる返還不能がＡ負担とな

ることを説明できない

・�BGB 旧353条の存在意義を

説明できない

4

返還不能原因に着目したリスク配分

❶社会通念上の返還不能

　ＢＣ間契約が維持されているがゆ

えの返還不能はＢの負担

❷物理的返還不能

　Ｂによる譲渡は、ＡＢ間でのＢの

リスク負担範囲を主観的に拡張

　�→�Ｃの許で生じた返還不能が、仮

にＢの許で生じたならば、ＡＢ

間においてどちらの負担であっ

たかを基準に判断

❶BGB旧354条の適用領域？

❷BGB旧353条の立法趣旨

※Ｂが、Ａから引き渡された契約目的物を、その契約不適合に気づかぬままＣに譲渡した場合を想定）
七
四
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
四

代
償
請
求
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
適
切
な
リ
ス
ク
配
分
で
あ
る
と
い
え
る
（
67
）

。

そ
こ
で
、
リ
ス
ク
配
分
の
あ
り
方
と
し
て
、
次
に
、
譲
渡
後
の
状
態
に
着
目
し
、
五
四
八
条
本
文
が
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
譲
渡
後
の
買
主
Ｂ
が
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
し
よ

う
と
す
る
〈
構
成
３
〉
が
選
択
肢
と
な
る
。
買
主
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
こ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
Ｂ
の

負
担
と
す
る
の
も
一
理
あ
る
。
事
実
、
目
的
物
は
第
三
者
Ｃ
の
許
で
現
存
し
て
い
る
も
の
の
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
買

主
Ｂ
が
第
三
者
Ｃ
か
ら
取
り
戻
せ
な
い
場
合
を
想
定
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
取
戻
不
能
リ
ス
ク
を
Ｂ
負
担
と
す
る
こ
の
考
え
も
説
得
力
を
有

す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
第
三
者
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
が
Ａ
の
責
め
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
場
合
（
た
と
え
ば
目
的
物
が

元
来
有
す
る
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
の
滅
失
）
を
想
定
し
た
と
き
、
Ａ
Ｂ
間
で
の
滅
失
の
リ
ス
ク
配
分
に
お
い
て
Ａ
負
担
と
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
説
明
で
き
な
い
。〈
Ｂ
が
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
全
て
Ｂ
が
負
担
す
べ
き
〉
と
の

論
理
は
妥
当
し
な
い
。
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
全
て
を
Ｂ
の
負
担
と
す
る
こ
と
も
不
当
で
あ
る
（
Ⅱ
章
２
節
参
照
）。

以
上
の
検
討
は
、
買
主
が
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
を
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
後
の
リ
ス
ク
配
分
に
あ
た
っ
て
は
、
あ
く
ま
で
実

際
の
返
還
不
能
事
由
に
着
目
す
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
た
（
構
成
４
）。
譲
渡
後
の
返
還
不
能
と
ひ
と
く
ち
に
言
っ
て
も
、
❶
譲
渡
契
約
が
維

持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
と
、
❷
第
三
者
の
許
で
滅
失
等
し
た
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
物
理

的
返
還
不
能
が
あ
る
。

❶
の
Ｂ
Ｃ
間
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
返
還
で
き
な
い
社
会
通
念
上
の
返
還
不
能
は
、
ま
さ
に
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
リ
ス
ク

で
あ
り
、
譲
渡
人
Ｂ
が
負
う
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
る
。
譲
渡
契
約
が
維
持
さ
れ
て
い
る
場
合
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
譲
渡
し
な

か
っ
た
〉
と
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ｂ
が
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
原
物
返
還
に
代
わ
る

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
五

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。

こ
れ
に
対
し
、
❷
の
物
理
的
返
還
不
能
の
場
合
、
返
還
不
能
の
原
因
は
滅
失
等
な
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
第
三

者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
滅
失
に
つ
い
て
、
買
主
Ｂ
が
一
律
に
リ
ス
ク
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
右
の
と
お
り
、
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に

物
が
滅
失
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、〈
買
主
Ｂ
が
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
全
て
買
主

Ｂ
が
負
担
す
べ
き
〉
と
の
論
理
は
妥
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
あ
る
Ｃ
の
許
で
生
じ

た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
い
う
る
。
こ
の
点
で
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
は
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
が
Ｂ
の
説
明
不
足
な
ど
Ｂ
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
）
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
な
場
合
に
も
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
Ｂ
が
自
由

な
意
思
で
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
直
ち
に
Ｂ
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
Ｃ
の
行
為
が
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
な

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
価
額
償
還
義
務
を
負
う
（
Ａ
の
契

約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
い
う
義
務
違
反
と
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
、
Ｂ
や
Ｃ
の
有
責
な
行
為
の
存
在
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
）。

Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
そ
れ
と
同
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら

ば
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
Ｂ
の
許
で

返
還
不
能
が
生
じ
た
と
し
て
も
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
不

適
合
認
識
前
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
ほ
か
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
原

物
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
な
い
場
合
の
Ａ
Ｂ
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
五

価
額
償
還
義
務
を
負
う
。

こ
れ
に
対
し
、
❷
の
物
理
的
返
還
不
能
の
場
合
、
返
還
不
能
の
原
因
は
滅
失
等
な
の
で
あ
っ
て
、
譲
渡
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
第
三

者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
滅
失
に
つ
い
て
、
買
主
Ｂ
が
一
律
に
リ
ス
ク
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
。
右
の
と
お
り
、
品
質
の
契
約
不
適
合
ゆ
え
に

物
が
滅
失
し
た
場
合
を
想
定
す
る
と
、〈
買
主
Ｂ
が
自
ら
の
意
思
で
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
生
じ
た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
全
て
買
主

Ｂ
が
負
担
す
べ
き
〉
と
の
論
理
は
妥
当
し
な
い
。
た
だ
し
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
譲
渡
し
た
以
上
、
譲
渡
先
で
あ
る
Ｃ
の
許
で
生
じ

た
リ
ス
ク
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
い
う
る
。
こ
の
点
で
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担
範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、

譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
は
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、（
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
等
が
Ｂ
の
説
明
不
足
な
ど
Ｂ
の
責
め
に
帰
す
べ

き
事
由
に
よ
る
場
合
の
ほ
か
）
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
な
場
合
に
も
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る
。
Ｂ
が
自
由

な
意
思
で
譲
渡
し
た
が
ゆ
え
に
直
ち
に
Ｂ
負
担
と
な
る
の
で
は
な
く
、
Ｃ
の
行
為
が
Ｂ
の
行
為
と
同
視
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
Ｂ
負
担
と
な

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
価
額
償
還
義
務
を
負
う
（
Ａ
の
契

約
不
適
合
物
の
引
渡
し
と
い
う
義
務
違
反
と
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
と
の
因
果
関
係
が
、
Ｂ
や
Ｃ
の
有
責
な
行
為
の
存
在
に
よ
り
遮
断
さ
れ
る
）。

Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
そ
れ
と
同
視
す
る
と
い
う
こ
と
は
、〈
第
三
者
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
な
ら

ば
、
Ａ
Ｂ
間
に
お
い
て
ど
ち
ら
が
負
担
す
べ
き
リ
ス
ク
で
あ
っ
た
か
〉
を
基
準
に
リ
ス
ク
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
仮
に
Ｂ
の
許
で

返
還
不
能
が
生
じ
た
と
し
て
も
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た
場
合
に
ま
で
、
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
契
約
不

適
合
認
識
前
の
譲
渡
後
の
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
問
題
は
、
Ｃ
の
行
為
を
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
ほ
か
は
、
二
当
事
者
間
に
お
け
る
原

物
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
如
何
に
解
す
る
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
収
斂
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
Ｃ
の
許
で
の
滅
失
に
つ
き
Ｃ
が
有
責
で
な
い
場
合
の
Ａ
Ｂ
間
に
お
け
る
リ
ス
ク
配
分
は
、
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
六

の
リ
ス
ク
配
分
に
お
け
る
考
え
方
に
左
右
さ
れ
る
。
買
主
Ｂ
の
許
で
の
偶
然
滅
失
も
Ｂ
の
負
担
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ｃ
の
許
で
生
じ

た
場
合
に
お
け
る
Ａ
Ｂ
間
の
リ
ス
ク
配
分
で
も
Ｂ
負
担
と
解
す
る
に
至
る
。
こ
れ
に
対
し
、
買
主
の
支
配
領
域
内
で
の
偶
然
滅
失
と
は
い

え
、
目
的
物
の
受
領
時
に
契
約
不
適
合
を
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、〈
契
約
不
適
合
を
知
っ
て
い
れ
ば
受
領
し
な
か
っ
た
〉
こ
と

を
重
視
す
る
私
見
か
ら
す
れ
ば
、
売
主
が
契
約
不
適
合
物
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
義
務
違
反
と
買
主
の
許
で
の
滅
失
と
が
、
買
主
の
解
除

原
因
の
不
知
を
介
し
て
結
び
付
き
、
売
主
負
担
と
な
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
（
68
）

。
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
偶
然
滅
失
は
、
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ

た
と
き
に
も
ま
た
Ｂ
が
Ａ
に
転
嫁
で
き
る
リ
ス
ク
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
Ｂ
に
よ
る
譲
渡
後
で
あ
ろ
う
と
、
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
る

謂
れ
が
な
い
。
Ａ
が
返
還
不
能
リ
ス
ク
を
負
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
と
お
り
、
契
約
不
適
合
認
識
前
の
譲
渡
に
よ
る
返
還
不
能
リ
ス
ク
の
配
分
を
考
え
た
と
き
、
譲
渡
は
、
譲
渡
人
の
リ
ス
ク
負
担

範
囲
を
主
観
的
に
拡
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
譲
渡
先
の
Ｃ
の
行
為
を
譲
渡
人
Ｂ
の
行
為
と
同
視
す
る
意
味
を
有
す
る
。
重
要
な
の
は
、
主

観
的
に
拡
張
を
す
る
の
み
で
あ
り
、
Ｃ
の
許
で
生
じ
た
返
還
不
能
事
由
が
仮
に
Ｂ
の
許
で
生
じ
た
場
合
に
、
Ｂ
が
責
任
を
負
わ
な
か
っ
た

事
由
に
ま
で
Ｂ
の
責
任
を
拡
張
す
る
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。

【
付
記
】　
本
研
究
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
（
若
手
研
究
・
課
題
番
号19K

13570

）
の
交
付
を
受
け
た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
1
）�

た
と
え
ば
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論�

上
巻
』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
四
年
）
二
〇
六
頁
は
、「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
滅
失
し

た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し
た
場
合
も
含
ま
れ
る
（
通
説
）」
と
し
、
第
三
者
へ
の
譲
渡
を
目
的
物
の
滅
失
と
同
等
に
論
じ
る
。
ま
た
、

谷
口
知
平
＝
五
十
嵐
清
編
『
新
版
注
釈
民
法
⒀
債
権
⑷
〔
補
訂
版
〕』（
有
斐
閣
・
二
〇
〇
六
年
）
九
〇
五
頁
〔
山
下
末
人
執
筆
〕
は
、「
返
還
す
る

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
七

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
取
引
観
念
と
信
義
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、「
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し

た
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
他
、
末
川
博
『
契
約
法�

上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講

義
〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
七
頁
な
ど
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
後
で
は
、
た
と
え
ば
中
田
裕
康
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有

斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
二
四
四
頁
。

（
2
）�

本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号
（
一
九
八
五
年
）
三
四

頁
以
下
。
五
四
八
条
の
解
釈
に
あ
た
り
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
約
定
解
除
を
想
定
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
継
受
が

あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
同
四
〇
─
四
一
頁
を
参
照
。
ま
た
こ
の
点
で
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行

為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地
」
日
法
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
二
頁
お
よ
び
四
二
頁
以
下
。

（
3
）�

我
妻
栄
『
新
訂�

債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
一
四
三
頁
、
奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版�

債
権
総
論�

上
巻
』（
判
タ
・

二
〇
二
〇
年
）
一
九
七
─
一
九
八
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
二
〇
年
）
九
九
頁
お
よ
び
一
二
四
頁
。
周
知
の
と

お
り
、
大
審
院
は
当
初
、
第
三
者
か
ら
の
買
戻
し
が
不
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
初
め
て
履
行
不
能
と
解
し
た
も
の
の
（
大
判
明
治
三
四
年
三
月

一
三
日
民
録
七
輯
三
巻
四
一
頁
な
ど
）、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
直
ち
に
履
行
不
能
に
な
る
と
解
す
よ
う
に
な
り
（
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民

録
一
九
輯
三
二
七
頁
な
ど
）、
こ
れ
が
最
高
裁
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
一
日
民
集
一
四
巻
六
号
九
三
〇
頁
）。

（
4
）�

つ
ま
り
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
三
五
一
条
を
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
し
、
旧
三
五
一
条
に
、
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
に
よ
る
解
除
権

放
棄
を
含
ま
せ
て
理
解
し
た
。

（
5
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�in:�M

ünchener�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and�2,�2001,�§

353�R
dN
r.1.

（
6
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2001,�§

351�R
dN
r.54;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�in:�H

ans�

T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�2,�12.�A

uflage,�1990,�§
351�R

dN
r.6.

（
7
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�G
efahrtragung�und�H

aftung�beim
�gesetzlichen�R

ücktritt,�1959,�S
.75.

（
8
）�

こ
の
他
た
と
え
ば
、
買
主
が
取
得
し
た
土
地
に
地
中
埋
設
物
や
土
壌
汚
染
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
こ
れ
を
転
売
し
、
転
売
先
に
お
い
て
地

中
埋
設
物
等
が
発
見
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
は
持
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
七

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
、
取
引
観
念
と
信
義
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
」
と
し
て
、「
滅
失
し
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
譲
渡
し

た
場
合
も
含
ま
れ
る
」
と
す
る
。
そ
の
他
、
末
川
博
『
契
約
法�

上
（
総
論
）』（
岩
波
書
店
・
一
九
五
八
年
）
一
七
七
頁
、
鈴
木
禄
弥
『
債
権
法
講

義
〔
四
訂
版
〕』（
創
文
社
・
二
〇
〇
一
年
）
一
六
七
頁
な
ど
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
後
で
は
、
た
と
え
ば
中
田
裕
康
『
契
約
法
〔
新
版
〕』（
有

斐
閣
・
二
〇
二
一
年
）
二
四
四
頁
。

（
2
）�

本
田
純
一
「
民
法
五
四
八
条
の
系
譜
的
考
察
（
下
）

─
解
除
に
基
づ
く
清
算
義
務
の
重
畳
的
性
格
」
判
タ
五
五
七
号
（
一
九
八
五
年
）
三
四

頁
以
下
。
五
四
八
条
の
解
釈
に
あ
た
り
解
除
権
の
認
識
を
要
求
し
て
こ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
約
定
解
除
を
想
定
し
た
ド
イ
ツ
民
法
草
案
の
継
受
が

あ
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
同
四
〇
─
四
一
頁
を
参
照
。
ま
た
こ
の
点
で
、
拙
稿
「
契
約
不
適
合
認
識
前
の
加
工
・
改
造
と
解
除

─
買
主
の
故
意
行

為
に
よ
る
原
物
返
還
不
能
が
売
主
負
担
と
な
る
余
地
」
日
法
八
七
巻
一
号
（
二
〇
二
一
年
）
二
二
頁
お
よ
び
四
二
頁
以
下
。

（
3
）�

我
妻
栄
『
新
訂�

債
権
総
論
』（
岩
波
書
店
・
一
九
六
四
年
）
一
四
三
頁
、
奥
田
昌
道
＝
佐
々
木
茂
美
『
新
版�

債
権
総
論�

上
巻
』（
判
タ
・

二
〇
二
〇
年
）
一
九
七
─
一
九
八
頁
、
中
田
裕
康
『
債
権
総
論
〔
第
四
版
〕』（
岩
波
書
店
・
二
〇
二
〇
年
）
九
九
頁
お
よ
び
一
二
四
頁
。
周
知
の
と

お
り
、
大
審
院
は
当
初
、
第
三
者
か
ら
の
買
戻
し
が
不
能
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
初
め
て
履
行
不
能
と
解
し
た
も
の
の
（
大
判
明
治
三
四
年
三
月

一
三
日
民
録
七
輯
三
巻
四
一
頁
な
ど
）、
そ
の
後
は
原
則
と
し
て
直
ち
に
履
行
不
能
に
な
る
と
解
す
よ
う
に
な
り
（
大
判
大
正
二
年
五
月
一
二
日
民

録
一
九
輯
三
二
七
頁
な
ど
）、
こ
れ
が
最
高
裁
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
一
日
民
集
一
四
巻
六
号
九
三
〇
頁
）。

（
4
）�

つ
ま
り
ド
イ
ツ
学
説
は
、
旧
三
五
一
条
を
矛
盾
挙
動
禁
止
原
則
の
現
れ
と
理
解
し
、
旧
三
五
一
条
に
、
譲
渡
と
い
う
故
意
行
為
に
よ
る
解
除
権

放
棄
を
含
ま
せ
て
理
解
し
た
。

（
5
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�in:�M

ünchener�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and�2,�2001,�§

353�R
dN
r.1.

（
6
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2001,�§

351�R
dN
r.54;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�in:�H

ans�

T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�2,�12.�A

uflage,�1990,�§
351�R

dN
r.6.

（
7
）�E
berhard�G

L
A
S
S
,�G
efahrtragung�und�H

aftung�beim
�gesetzlichen�R

ücktritt,�1959,�S
.75.

（
8
）�

こ
の
他
た
と
え
ば
、
買
主
が
取
得
し
た
土
地
に
地
中
埋
設
物
や
土
壌
汚
染
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
ず
に
こ
れ
を
転
売
し
、
転
売
先
に
お
い
て
地

中
埋
設
物
等
が
発
見
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
改
正
前
五
四
八
条
一
項
は
持
ち
出
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
三
八

（
9
）�

解
除
の
可
否
と
最
終
的
な
リ
ス
ク
配
分
と
を
切
り
離
し
、
解
除
を
認
め
つ
つ
も
価
額
償
還
義
務
を
課
す
見
解
と
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
契
約
不
適
合
物
の
危
険
移
転
法
理

─
危
険
の
移
転
と
解
除
に
よ
る
そ
の
回
帰
」
日
法
八
二
巻
四
号
（
二
〇
一
七
年
）
八
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ

た
い
。

（
10
）�
本
田
・
前
掲
注（
２
）三
四
頁
以
下
。

（
11
）�R

olf�K
N
Ü
T
E
L
�/�B
erthold�K

U
P
IS
C
H
�/�H
ans�H

erm
ann�S

E
IL
E
R
�/�O
kko�B

E
H
R
E
N
D
S
�

（H
rsg.

）,�C
orpus�Iuris�C

ivils.�T
ext�

und�Ü
bersetzung,�B

and�IV
,�2005,�S

.39.�

邦
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
京
都
大
学
西
洋
法
史
研
究
会
「
ユ
ス
チ
ニ
ア
ヌ
ス
帝
学
説
編
纂
邦
訳
㈥
」
法

学
論
叢
六
四
巻
五
号
（
一
九
五
八
年
）
九
頁
を
参
照
し
た
。

（
12
）�

ヴ
ィ
ン
ト
シ
ャ
イ
ト
は
こ
こ
で
、
本
文
で
挙
げ
た
学
説
編
纂
第
二
一
巻
第
一
章
第
四
三
法
文
第
八
節
を
指
摘
す
る
。B

ernhard�

W
IN
D
S
C
H
E
ID
,�L
ehrbuch�des�P

andektenrechts,�2.B
and,�5�A

uf.,�1879,�S
.487.�

た
だ
し
、
以
上
は
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
譲
渡
し
た
場
合
に

つ
い
て
で
あ
り
、
買
主
が
瑕
疵
を
認
識
し
た
う
え
で
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
解
除
権
の
放
棄
が
な
さ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
本
文
で
挙
げ
た
考
え
方
は
、
ザ
ク
セ
ン
民
法
典
や
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
（N

eudrucke�P
rivatrechtlicher�

K
odifikationen�und�E

ntw
ürfe�des�19.�Jahrhunderts,�B

and�4,�B
ürgerliches�G

esetzbuch�für�das�K
önigreich�S

achsen�von�1863�/�

1865,�S
111;�N

eudrucke�P
rivatrechtlicher�K

odifikationen�und�E
ntw
ürfe�des�19.�Jahrhunderts,�B

and�2,�D
resdener�E

ntw
urf�eines�

allgem
einen�deutschen�G

esetzes�über�S
chuldverhältnisse�von�1866,�1973,�S

.37

）。

【
ザ
ク
セ
ン
民
法
九
一
八
条
】

物
の
取
得
者
は
、
そ
の
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
の
結
果
あ
る
い
は
偶
然
の
事
情
に
よ
り
物
が
滅
失
し
た
た
め
に
物
を
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
き
も
、
契
約
の
破
棄
（A

ufhebung

）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
取
得
者
は
、
な
お
手
許
に
存
在
す
る
も
の
を
返
還

し
、
か
つ
、
譲
渡
人
の
債
務
が
依
然
と
し
て
存
続
す
る
間
、
そ
の
物
の
滅
失
に
至
る
ま
で
に
得
た
果
実
あ
る
い
は
自
身
の
過
失
に
よ
り
得
ら
れ
な

か
っ
た
果
実
を
償
還
す
る
。
取
得
者
が
物
を
任
意
に
処
分
し
た
こ
と
で
そ
れ
を
再
び
調
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
ま
た
は
改
造
に
よ
り
他

の
物
に
な
り
、
も
し
く
は
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
に
、
取
得
者
が
物
を
返
還
で
き
な
い
場
合
に
は
、
取
得
者
は
、
契
約
の
破
棄
を
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
反
対
給
付
の
減
額
の
み
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
改
造
の
場
合
に
お
い
て
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
改
造
の
際
に

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
九

初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破
棄
が
許
容
さ
れ
る
。

【
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
】

物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り

変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
13
）�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
�

（H
rsg.

）,�D
ie�V
orlagen�der�R

edaktoren�für�die�erste�K
om
m
ission�zur�A

usarbeitung�des�E
ntw
urfs�

eines�B
ürgerlichen�G

esetzbuches,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse,�T
eil�1,�1980,�S

.376.

（
14
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�D
ie�G
esam

ten�M
aterialien�zum

�B
ürgerlichen�G

esetzbuch�für�das�D
eutsche�R

eich,�B
and�2,�1979,�S

.L
I.

（
15
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�D
ie�B

eratung�des�B
ürgerlichen�G

esetzbuchs�in�system
atischer�

Z
usam

m
enstellung�der�unveroffentlichten�Q

uellen,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse�I,�1978,�S
.607.

（
16
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
17
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.�

な
お
、
プ
ラ
ン
ク
は
、
本
文
で
述
べ
た
譲
渡
の
場
合

に
つ
い
て
修
正
提
案
す
る
の
と
同
時
に
、
権
限
者
が
対
象
物
に
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
再
び
取
り
除
い
た
と
き
や

こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
例
外
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。

（
18
）�P

rotokolle�der�K
om
m
ission�für�die�Z

w
eite�L

esung�des�E
ntw
urfs�des�B

ürgerlichen�G
esetzbuchs,�B

and�V
I,�1899,�S

.160.�

な

お
、
以
下
で
は
「P

rotokolle�V
I

」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
19
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
20
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
21
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
22
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
II.

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
三
九

初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、
契
約
の
破
棄
が
許
容
さ
れ
る
。

【
ド
レ
ス
デ
ン
草
案
一
八
四
条
】

物
が
取
得
者
の
過
失
に
よ
り
滅
失
し
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
れ
を
任
意
に
処
分
し
た
た
め
、
ま
た
は
取
得
者
が
そ
の
物
を
他
の
種
類
の
物
に
作
り

変
え
た
た
め
、
取
得
者
が
そ
の
物
を
返
還
で
き
な
い
と
き
は
、
取
得
者
は
瑕
疵
担
保
解
除
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
代
金
減
額
の
み
要
求
す
る

こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
た
だ
し
、
物
に
欠
陥
が
あ
る
こ
と
が
そ
の
物
の
改
造
の
際
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
と
き
は
こ
の
限
り

で
な
い
。

（
13
）�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
�

（H
rsg.

）,�D
ie�V
orlagen�der�R

edaktoren�für�die�erste�K
om
m
ission�zur�A

usarbeitung�des�E
ntw
urfs�

eines�B
ürgerlichen�G

esetzbuches,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse,�T
eil�1,�1980,�S

.376.

（
14
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�D
ie�G
esam

ten�M
aterialien�zum

�B
ürgerlichen�G

esetzbuch�für�das�D
eutsche�R

eich,�B
and�2,�1979,�S

.L
I.

（
15
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�D
ie�B

eratung�des�B
ürgerlichen�G

esetzbuchs�in�system
atischer�

Z
usam

m
enstellung�der�unveroffentlichten�Q

uellen,�R
echt�der�S

chuldverhältnisse�I,�1978,�S
.607.

（
16
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
17
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.�

な
お
、
プ
ラ
ン
ク
は
、
本
文
で
述
べ
た
譲
渡
の
場
合

に
つ
い
て
修
正
提
案
す
る
の
と
同
時
に
、
権
限
者
が
対
象
物
に
第
三
者
の
権
利
を
設
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
再
び
取
り
除
い
た
と
き
や

こ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
例
外
が
許
容
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。

（
18
）�P

rotokolle�der�K
om
m
ission�für�die�Z

w
eite�L

esung�des�E
ntw
urfs�des�B

ürgerlichen�G
esetzbuchs,�B

and�V
I,�1899,�S

.160.�

な

お
、
以
下
で
は
「P

rotokolle�V
I

」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
19
）�P
rotokolle�V

I,�S
.161.

（
20
）�P
rotokolle�V

I,�S
.161.

（
21
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.

（
22
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
II.

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
〇

（
23
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161;�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.608.

（
24
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
25
）�P

rotokolle�V
I,�S
.384;�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.609.

（
26
）�H

orst�H
einrich�JA

K
O
B
S
�und�W

erner�S
C
H
U
B
E
R
T
,�a.�a.�O

.�

（F
n.15

）,�S
.609.

（
27
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14

）,�S
.L
I.

（
28
）�P

rotokolle�V
I,�S
.160�f.

（
29
）�P

rotokolle�V
I,�S
.163.

（
30
）�P

rotokolle�V
I,�S
.161.�

具
体
的
に
は
、
第
二
草
案
三
〇
三
条
に
も
、「
三
〇
二
条
の
規
定
は
、
第
三
者
に
準
用
さ
れ
る
」
と
の
一
文
を
追
加

す
べ
き
と
の
提
案
の
ほ
か
、
約
定
解
除
の
効
果
の
冒
頭
規
定
で
あ
る
二
九
八
条
の
二
項
に
、「
解
除
権
者
が
受
領
物
の
占
有
を
第
三
者
に
譲
渡
し
た

場
合
に
は
、
解
除
権
者
は
そ
の
第
三
者
の
過
失
に
つ
き
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
一
文
を
追
加
す
る
提
案
も
な
さ
れ
た
。

（
31
）�B

enno�M
U
G
D
A
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.14
）,�S

.L
I.

（
32
）�H

arm
�P
eter�W

E
S
T
E
R
M
A
N
N
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2000,�§
353;�F

ritz�

JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1.�

こ
の
点
は
既
に
、
椿
寿
夫
＝
右
近
健
男
編
『
ド
イ
ツ
債
権
法
総
論
』（
日
本
評
論
社
・
一
九
八
八

年
）
二
七
六
頁
〔
青
野
博
之
執
筆
〕
に
お
い
て
、「
本
条
は
、
解
除
権
者
が
解
除
し
え
な
く
な
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
他
人
の
範
囲
を
、
第
三
五
一

条
第
二
文
よ
り
拡
大
し
た
も
の
と
い
い
う
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
33
）�

拙
稿
・
前
掲
注（
２
）二
四
─
二
五
頁
を
参
照
。

（
34
）�

以
上
に
つ
き
、U

lrich�H
U
B
E
R
,�in:�H

ans�T
heodor�S

O
E
R
G
E
L
,�B
G
B
.,�B
and�3,�12.�A

uflage,�1991,�§
467�R

dN
r.75�ff.�

旧
三
五
四

条
を
重
視
す
る
こ
う
し
た
理
解
は
、
ド
イ
ツ
民
法
典
制
定
直
後
の
一
九
〇
二
年
二
月
八
日
の
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
判
決
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
判

決
は
、
旧
三
五
四
条
の
制
定
過
程
を
確
認
の
う
え
、
買
主
（
譲
渡
人
）
が
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
可
能
性
を
考
慮
し
、
解
除
時
点
で
受
領
物
を
返
還
で

き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
解
除
自
体
は
排
除
さ
れ
な
い
も
の
の
、
瑕
疵
担
保
解
除
権
者
が
返
還
を
遅
滞
し
、
期
間
の
経
過
前
に
返
還
し
な
い

場
合
に
は
、
旧
三
五
四
条
に
よ
り
解
除
が
効
力
を
失
う
と
し
て
い
た
。R

G
�vom

�8.2.1902－
V
�375/01－

R
G
Z
�50,�S

.188,�S
.190.

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
一

（
35
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
36
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79;�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.3;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.5.

（
37
）�

ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
り
、
返
還
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
う

ち
で
も
、
当
該
物
が
瑕
疵
物
で
あ
り
、
第
三
者
Ｃ
に
よ
る
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
か
ら
し

て
、
な
お
買
主
Ｂ
は
瑕
疵
担
保
解
除
が
可
能
で
あ
り
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立

法
過
程
（
第
一
委
員
会
）
で
は
、
こ
の
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
場
合
は
旧
三
五
〇
条
の
場
合
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
旧
四
六
七
条
一
文

後
段
に
関
す
る
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
２
）一
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）�

Ｃ
の
許
で
Ｃ
の
責
め
に
よ
ら
ず
に
返
還
不
能
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
Ｂ
の
負
担

と
し
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
主
義
（
旧
三
五
〇
条
・
第
二
草
案
三
〇
一
条
）
と
整
合
し
な
い
規
定
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
（
旧
三
五
〇
条
）
の
ほ
か
、
第
三
者
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・

改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
39
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2.

（
40
）�

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
41
）�F

lorian�F
A
U
S
T
,�in:�JurisP

raxisK
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and2.1,�2017,�§

346�R
dN
r.52.

（
42
）�A

nne�R
Ö
T
H
E
L
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2020,�§
346�R

dN
r.21.�

な
お
、
こ
こ
で
レ
ヘ
ル

は
、
確
か
に
返
還
債
務
者
は
ど
の
み
ち
ド
イ
ツ
民
法
二
八
五
条
に
基
づ
き
譲
渡
代
金
の
引
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
譲
渡
代
金
は
ド

イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
価
額
償
還
と
比
べ
れ
ば
低
額
に
な
り
う
る
と
論
ず
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
差

額
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
本
文
Ⅱ
章
４
節
⑵
イ
に
て
検
討
す
る
。

（
43
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
354�R

dN
r.2.

（
44
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
351�R

dN
r.54.

）
七
四
四
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
一

（
35
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
36
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79;�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.3;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�
（F

n.6
）,�§

353�R
dN
r.2;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.5.

（
37
）�
ま
た
、
本
文
で
述
べ
た
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
第
三
者
Ｃ
が
加
工
・
改
造
し
た
こ
と
で
他
の
種
類
の
物
と
な
り
、
返
還
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
う

ち
で
も
、
当
該
物
が
瑕
疵
物
で
あ
り
、
第
三
者
Ｃ
に
よ
る
加
工
・
改
造
の
際
に
初
め
て
瑕
疵
が
現
れ
た
と
き
に
は
、
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
か
ら
し

て
、
な
お
買
主
Ｂ
は
瑕
疵
担
保
解
除
が
可
能
で
あ
り
、
返
還
不
能
リ
ス
ク
が
売
主
Ａ
の
負
担
に
な
る
と
解
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
ド
イ
ツ
民
法
の
立

法
過
程
（
第
一
委
員
会
）
で
は
、
こ
の
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
の
場
合
は
旧
三
五
〇
条
の
場
合
と
同
視
す
べ
き
と
さ
れ
て
い
た
。
旧
四
六
七
条
一
文

後
段
に
関
す
る
こ
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
２
）一
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
38
）�

Ｃ
の
許
で
Ｃ
の
責
め
に
よ
ら
ず
に
返
還
不
能
と
な
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
想
定
す
る
と
、
譲
渡
後
の
取
戻
不
能
の
リ
ス
ク
を
す
べ
て
Ｂ
の
負
担

と
し
て
い
た
第
二
草
案
三
〇
三
条
一
文
は
、
偶
然
滅
失
の
売
主
負
担
主
義
（
旧
三
五
〇
条
・
第
二
草
案
三
〇
一
条
）
と
整
合
し
な
い
規
定
で
あ
っ
た

と
評
価
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
目
的
物
が
第
三
者
の
許
で
偶
然
滅
失
し
た
場
合
（
旧
三
五
〇
条
）
の
ほ
か
、
第
三
者
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・

改
造
し
た
場
合
（
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
）
も
同
様
で
あ
る
。

（
39
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
353�R

dN
r.1;�W

alther�H
A
D
D
IN
G
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
353�R

dN
r.2.

（
40
）�

拙
稿
「
契
約
適
合
性
へ
の
買
主
の
信
頼

─
契
約
不
適
合
物
の
買
主
の
許
で
の
滅
失
損
傷
」
日
法
八
三
巻
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
五
五
頁
以
下
。

（
41
）�F

lorian�F
A
U
S
T
,�in:�JurisP

raxisK
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
and2.1,�2017,�§

346�R
dN
r.52.

（
42
）�A

nne�R
Ö
T
H
E
L
,�in:�E

rm
an�B

ürgerliches�G
esetzbuch�H

andkom
m
entar,�B

uch�1,�2020,�§
346�R

dN
r.21.�

な
お
、
こ
こ
で
レ
ヘ
ル

は
、
確
か
に
返
還
債
務
者
は
ど
の
み
ち
ド
イ
ツ
民
法
二
八
五
条
に
基
づ
き
譲
渡
代
金
の
引
渡
し
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
譲
渡
代
金
は
ド

イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
一
文
二
号
に
よ
り
義
務
付
け
ら
れ
る
価
額
償
還
と
比
べ
れ
ば
低
額
に
な
り
う
る
と
論
ず
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
に
差

額
リ
ス
ク
を
売
主
Ａ
の
負
担
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
か
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
本
文
Ⅱ
章
４
節
⑵
イ
に
て
検
討
す
る
。

（
43
）�F

ritz�JA
N
S
S
E
N
,�a.�a.�O

.�

（F
n.5

）,�§
354�R

dN
r.2.

（
44
）�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.6

）,�§
351�R

dN
r.54.

）
七
四
四
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
二

（
45
）�

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ー
バ
ー
は
、
約
定
解
除
の
規
定
を
瑕
疵
担
保
解
除
に
準
用
す
る
旧
四
六
七
条
一
文
が
改
造
に
つ
い
て
規
定
し
つ
つ
譲
渡
の
場

合
を
含
ま
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
事
案
処
理
を
単
純
化
す
る
発
想
が
あ
っ
た
と
理
解
し
て
い
た
。U

lrich�H
U
B
E
R
,�a.�a.�O

.�

（F
n.34

）,�§
467�

R
dN
r.76.

（
46
）�
代
償
請
求
権
が
危
険
負
担
と
切
り
離
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
田
中
宏
治
『
代
償
請
求
権
と
履
行
不
能
』（
信
山
社
・
二
〇
一
八
年
）

三
八
六
頁
お
よ
び
四
五
三
─
四
五
五
頁
を
参
照
。

（
47
）�

訳
出
に
あ
た
っ
て
は
、
甲
斐
道
太
郎
ほ
か
編
『
注
釈�

国
際
統
一
売
買
法
Ⅱ�

ウ
ィ
ー
ン
売
買
条
約
』（
法
律
文
化
社
・
二
〇
〇
三
年
）
二
四
四

頁
〔
谷
本
圭
子
執
筆
〕・
二
五
四
頁
〔
中
田
邦
博
執
筆
〕、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
事
務
局
（
吉
川
吉
樹
訳
・
曽
野
裕
夫
補
訳
）『
注
釈�

ウ
ィ
ー
ン
売
買

条
約
最
終
草
案
』（
商
事
法
務
・
二
〇
一
五
年
）
二
三
八
─
二
三
九
頁
お
よ
び
二
四
二
頁
を
参
照
し
た
。

（
48
）�

た
と
え
ば
、
Ｂ
の
説
明
不
足
ゆ
え
に
Ｃ
が
購
入
物
の
使
用
方
法
を
誤
っ
て
滅
失
し
た
よ
う
に
、
最
終
的
に
Ｂ
が
リ
ス
ク
負
担
す
べ
き
ケ
ー
ス
で

は
、
Ｂ
の
許
に
譲
渡
利
益
が
残
ら
な
い
以
上
、
い
か
に
売
主
に
よ
る
代
償
請
求
を
考
慮
し
よ
う
と
も
、
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
理
由
に
買

主
Ｂ
を
免
責
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
Ｂ
が
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
て
Ａ
Ｂ
間
契
約
を
解
除
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
は
物
の
返
還
に
代
え
て
価
額

償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
以
上
、
譲
渡
時
の
契
約
不
適
合
の
不
知
を
根
拠
に
こ
の
時
点
で
買
主
を
免
責
し
、

売
主
に
代
償
請
求
を
認
め
る
構
成
は
、
既
に
全
面
的
に
は
採
用
で
き
な
い
。

（
49
）�

ド
イ
ツ
民
法
三
四
六
条
二
項
二
文
前
段
の
立
場
で
あ
り
、
我
が
国
で
の
近
時
の
有
力
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
潮
見
佳
男
『〈
法
律
学
の
森
〉

新
債
権
総
論
Ⅰ
』（
信
山
社
・
二
〇
一
七
年
）
六
〇
四
頁
以
下
。
解
除
で
は
な
く
、
無
効
・
取
消
し
の
局
面
で
は
、
松
岡
久
和
「
不
当
利
得
法
の
全

体
像

─
給
付
利
得
法
の
位
置
づ
け
を
中
心
に
」
ジ
ュ
リ
一
四
二
八
号
（
二
〇
一
一
年
）
八
頁
以
下
、
山
本
敬
三
「
民
法
の
改
正
と
不
当
利
得
法
の

見
直
し
」
法
学
論
叢
一
八
〇
巻
五
・
六
号
（
二
〇
一
七
年
）
三
二
四
頁
以
下
、
磯
村
保
「
法
律
行
為
の
無
効
・
取
消
し
と
原
状
回
復
義
務
」L

A
W
�

A
N
D
�P
R
A
C
T
IC
E
�

一
二
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
八
頁
以
下
な
ど
。
議
論
の
詳
細
は
、
拙
稿
「
原
状
回
復
に
お
け
る
対
価
合
意
の
意
義

─
原
物

返
還
不
能
に
よ
り
償
還
す
べ
き
価
額
の
算
定
を
め
ぐ
っ
て
」
日
法
八
五
巻
二
号
（
二
〇
一
九
年
）
三
七
一
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
50
）�E

berhard�G
L
A
S
S
,�a.�a.�O

.�

（F
n.7

）,�S
.79.

（
51
）�C

hristoph�B
E
N
IC
K
E
,�P
flicht�zum

�W
ertersatz�im

�neuen�R
ücktrittsrecht�bei�V

erbrauch�und�V
eräußerung,�Z

G
S
.,�2002,�

）
七
四
七
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
三

S
.372�f.;Y

ves�D
Ö
L
L
,�R
ückgew

ährstörungen�beim
�R
ücktritt,�2011,�S

.210.

（
52
）�

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
に
は
、
我
が
国
で
代
償
請
求
権
を
規
定
し
た
四
二
二
条
の
二
と
異
な
り
、

「
損
害
の
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
の
限
定
が
存
在
し
な
い
。
代
償
請
求
権
の
成
り
立
ち
を
は
じ
め
、
そ
の
詳
細
は
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）二
〇
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
53
）�

【
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１�

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領
し

た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

⑶�

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消

費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

⑶�

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損

傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
二
八
〇
条
か
ら
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
七
四
五
（



契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
三

S
.372�f.;Y

ves�D
Ö
L
L
,�R
ückgew

ährstörungen�beim
�R
ücktritt,�2011,�S

.210.
（
52
）�

な
お
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
に
は
、
我
が
国
で
代
償
請
求
権
を
規
定
し
た
四
二
二
条
の
二
と
異
な
り
、

「
損
害
の
額
の
限
度
に
お
い
て
」
と
の
限
定
が
存
在
し
な
い
。
代
償
請
求
権
の
成
り
立
ち
を
は
じ
め
、
そ
の
詳
細
は
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）二
〇
三

頁
以
下
を
参
照
。

（
53
）�

【
三
四
六
条
（
解
除
の
効
果
）】

１�

　
契
約
当
事
者
が
契
約
に
よ
り
解
除
権
を
留
保
し
た
場
合
ま
た
は
法
定
解
除
権
を
有
す
る
場
合
に
お
い
て
、
解
除
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
受
領
し

た
給
付
を
返
還
し
、
か
つ
、
収
取
し
た
利
益
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
次
の
各
号
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
債
務
者
は
、
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
に
代
え
て
、
価
額
償
還
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
　
給
付
ま
た
は
収
益
の
返
還
が
、
取
得
し
た
も
の
の
性
質
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
と
き

⑵
　
債
務
者
が
受
領
し
た
対
象
を
消
費
し
、
譲
渡
し
、
担
保
に
供
し
、
加
工
ま
た
は
改
造
し
た
と
き

⑶�

　
受
領
し
た
対
象
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
し
た
と
き
。
た
だ
し
、
用
法
に
従
っ
て
使
用
に
置
い
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
傷
に
つ
い
て
は
こ
の

限
り
で
な
い

契
約
に
お
い
て
反
対
給
付
が
定
め
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
の
反
対
給
付
は
、
価
額
償
還
の
算
定
に
際
し
て
基
礎
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
消

費
貸
借
の
使
用
利
益
に
関
す
る
価
額
償
還
が
な
さ
れ
る
べ
き
と
き
は
、
使
用
利
益
の
価
値
が
よ
り
小
さ
い
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
価
額
償
還
義
務
は
、
次
の
各
号
の
場
合
に
消
滅
す
る
。

⑴
　
解
除
を
基
礎
づ
け
る
瑕
疵
が
対
象
の
加
工
ま
た
は
改
造
の
際
に
初
め
て
現
れ
た
と
き

⑵
　
債
権
者
が
損
傷
ま
た
は
滅
失
に
つ
い
て
有
責
で
あ
る
と
き
、
ま
た
は
そ
の
損
害
が
債
権
者
の
許
で
も
同
様
に
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
き

⑶�

　
法
定
解
除
権
の
場
合
に
お
い
て
、
解
除
権
者
が
自
己
の
事
務
に
つ
い
て
通
常
用
い
る
べ
き
注
意
を
尽
く
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
損

傷
ま
た
は
滅
失
が
解
除
権
者
の
許
で
生
じ
た
と
き

残
存
す
る
利
得
は
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
債
権
者
は
、
本
条
第
一
項
の
義
務
の
不
履
行
を
理
由
と
し
て
、
二
八
〇
条
か
ら
二
八
三
条
に
基
づ
き
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

）
七
四
五
（



日
本
法
学

　第
八
十
七
巻
第
四
号
（
二
〇
二
二
年
二
月
）

二
四
四

（
54
）�

三
四
六
条
の
一
般
的
説
明
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
９
）八
八
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
55
）�

改
正
草
案
の
理
由
書
を
見
る
か
ぎ
り
、
後
の
返
還
債
務
者
（≒

解
除
権
者
）
が
譲
渡
し
た
場
合
に
つ
い
て
、
改
正
に
よ
り
リ
ス
ク
配
分
を
変
更

す
る
旨
の
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
56
）�C

laus-W
ilhelm

�C
A
N
A
R
IS
,�S
chuldrechtsm

odernisierung�2002,�S
.X
X
X
V
II;�R

einhard�G
A
IE
R
,�in:�M

ünchener�K
om
m
entar�

zum
�B
G
B
.,�B
and�3,�2019,�§

346�R
dN
r.48;�M

artin�S
C
H
W
A
B
,�in:�M

artin�S
chw
ab�/�C

arl-H
einz�W

itt,�E
xam
ensw

issen�zum
�neuen�

S
chuldrecht,�2.�A

uflage,�2003,�S
.349�f.;�D

agm
ar�K

A
IS
E
R
,�in:�S

taudingers�K
om
m
entar�zum

�B
G
B
.,�B
uch�2,�2012,�§

346�

R
dN
r.153.

（
57
）�C

hristoph�B
E
N
IC
K
E
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.373.

（
58
）�C

hristoph�B
E
N
IC
K
E
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.373�f.;�Y

ves�D
Ö
L
L
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.214.

（
59
）�

旧
三
五
三
条
が
準
用
す
る
旧
三
五
二
条
の
例
外
と
し
て
旧
四
六
七
条
一
文
後
段
が
存
在
し
た
以
上
、
第
三
者
Ｃ
が
瑕
疵
を
知
ら
ず
に
加
工
・
改

造
を
し
て
原
物
返
還
不
能
と
し
た
場
合
に
も
、
買
主
Ｂ
は
Ａ
Ｂ
間
契
約
の
瑕
疵
担
保
解
除
権
を
失
わ
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が
論
理
的
で
あ
る
。

（
60
）�A

rnd�A
R
N
O
L
D
,�D
as�neue�R

echt�der�R
ücktrittsfolgen,�Jura.,�2002,�S

.159;�Y
ves�D

Ö
L
L
,�a.�a.�O

.�

（F
n.51

）,�S
.255�f.;�R

alph�

W
E
B
E
R
,�in:�H

arm
-P
eter�W

esterm
ann�/�P

eter�B
ydlinski�/�R

alph�W
eber,�B

G
B
-S
chuldrecht,�A

llgem
einer�T

eil,�8.A
uflage,�

2013,�R
dN
r.10/38.

（
61
）�

こ
れ
に
対
し
、
三
四
六
条
三
項
一
文
一
号
や
三
号
を
、
第
三
者
の
許
で
な
さ
れ
た
加
工
・
改
造
や
第
三
者
の
許
で
生
じ
た
滅
失
・
損
傷
に
も
適

用
す
る
こ
と
自
体
は
、
法
解
釈
に
よ
っ
て
す
る
の
も
不
合
理
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
62
）�

第
三
者
へ
の
譲
渡
後
に
第
三
者
の
許
で
加
工
・
改
造
が
な
さ
れ
、
あ
る
い
は
滅
失
・
損
傷
が
生
じ
た
場
合
、
三
四
六
条
三
項
一
文
二
号
の
「
譲

渡
」
に
あ
た
る
ほ
か
、
同
号
の
「
加
工
ま
た
は
改
造
」
や
三
号
本
文
の
「
損
傷
ま
た
は
滅
失
」
に
も
該
当
す
る
と
解
し
う
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
た

と
き
、
同
文
柱
書
は
、
返
還
不
能
の
原
因
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
と
読
み
込
む
か
、
二
項
一
文
各
号
の
う
ち
複
数
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ

れ
ぞ
れ
に
設
け
ら
れ
た
各
種
の
例
外
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
必
要
が
あ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

（
63
）�

こ
う
し
た
理
解
は
、
買
主
の
目
的
物
使
用
中
に
不
可
抗
力
滅
失
・
損
傷
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
あ
く
ま
で
返
還
不
能
原
因
は
不
可
抗
力

）
七
四
四
（

契
約
不
適
合
認
識
前
の
受
領
物
の
譲
渡
と
解
除
（
野
中
）

二
四
五

で
あ
り
、
時
系
列
上
そ
の
前
に
存
す
る
使
用
行
為
を
過
度
に
重
視
し
な
い
リ
ス
ク
配
分
に
親
和
的
で
あ
る
。

（
64
）�

こ
れ
に
対
し
、
買
主
Ｂ
が
解
除
で
き
る
こ
と
を
知
っ
た
う
え
で
譲
渡
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
解
除
権
が
消
滅
す
る
と
の
解

釈
も
不
当
と
は
い
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｂ
が
譲
渡
物
を
取
り
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
な
お
解
除
を
認
め
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
五
四
八
条
は

あ
く
ま
で
「
返
還
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
」
と
規
定
す
る
か
ら
で
あ
る
。

（
65
）�

こ
の
点
で
、
改
正
前
民
法
五
四
八
条
一
項
に
お
い
て
、
解
除
権
の
認
識
を
要
件
と
せ
ず
、
か
つ
第
三
者
へ
の
譲
渡
そ
れ
自
体
に
よ
り
返
還
不
能

要
件
を
満
た
す
と
の
形
式
的
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、
問
題
が
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
民
法
改
正
に
よ
り
五
四
八
条
に
た
だ
し
書
が
付
さ
れ
た
こ
と
は
、

我
が
国
で
か
ね
て
よ
り
挙
げ
ら
れ
る
「
解
除
権
の
放
棄
」
と
い
う
同
条
の
制
度
趣
旨
か
ら
だ
け
で
な
く
、
同
条
が
本
来
果
た
す
べ
き
で
あ
る
適
切
な

リ
ス
ク
配
分
と
い
う
見
地
か
ら
し
て
も
、
妥
当
な
改
正
で
あ
っ
た
。

（
66
）�

な
お
、
我
が
国
の
民
法
四
二
二
条
の
二
は
、
ド
イ
ツ
民
法
旧
二
八
一
条
一
項
お
よ
び
改
正
二
八
五
条
一
項
と
異
な
り
、「
損
害
の
額
の
限
度
に

お
い
て
」
と
の
限
定
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
「
損
害
の
額
」
を
当
該
目
的
物
の
交
換
価
値
を
指
す
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば
、
Ｂ
が
市
場
価
格
よ
り
も

高
額
で
転
売
し
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
転
売
代
金
全
額
の
償
還
請
求
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
、
田
中
・
前
掲
注（
46
）四
六
〇
頁
を

参
照
。

（
67
）�

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
契
約
不
適
合
を
理
由
と
し
た
買
主
に
よ
る
解
除
の
局
面
に
限
れ
ば
、
原
物
返
還
に
代
わ
る
価
額
償
還
の
ほ
か
に
、
別

途
、
代
償
請
求
の
可
否
を
論
じ
る
実
益
は
大
き
く
な
い
と
い
え
る
。

（
68
）�

拙
稿
・
前
掲
注（
40
）五
五
頁
以
下
（
と
り
わ
け
九
一
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

）
七
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